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条 例 の あ ら ま し 

○ 名古屋市緑化センター条例の一部を改正する条例（第 2号） 

1   改正内容 

   緑化センターにおいて、必要があると認めるときは、当該施設の設置状 

  況等に鑑み、選定基準を満たす者のうちから指定管理者を選定することが 

できるように、規定の整備を行います。（第 8条関係） 

2   施行期日 

  公布の日から施行します。 

○ 道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例（第 3号） 

1  改正内容 

 (1) 自転車通行帯の規定を新設します。（第 4条、第 6条、第 8条の 2、 

第11条、第12条、第32条及び第42条関係） 

 (2) 自転車道の設置要件を追加します。（第10条及び第41条関係） 

 (3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に 

伴い、規定の整理を行います。（第12条関係） 

2  施行期日等 

  (1) 令和 3年 4月 1日から施行します。 

  (2) この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第 3種又は第 4種の 

道路については、この条例による改正後の道路構造の技術的基準を定め 

る条例第 8条の 2並びに第10条第 1項及び第 2項の規定にかかわらず、 

なお従前の例によることとします。 

○ 名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例の一部を改正する条 

例（第 4号） 

1   改正内容 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）等の一部 

改正に伴い、規定の整備を行います。（第 1条関係） 

2   施行期日 
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  公布の日から施行します。 

○ 名古屋市旅館業法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行条例の一部を改正 

する条例（第 5号） 

1   改正内容 

   旅館の施設等の衛生措置の基準について、規定の整備を行います。 

2   施行期日 

  令和 3年 7月 1日から施行します。 

○ 名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例（第 6号） 

1   改正内容 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）等の一部 

改正に伴い、規定を整備します。（附則第29条関係） 

2   施行期日 

  公布の日から施行します。 

○ 名古屋市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正する条例（第 7号） 

1   改正内容 

   道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）の一部改正に伴い、規 

定の整理を行います。（第 2条関係） 

2   施行期日 

  公布の日から施行します。 

○ 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例（第 8号） 

1   改正内容 

   名古屋市立上志段味小学校の新設に伴い、規定の整理を行います。（別 

表関係） 

2   施行期日 

  令和 3年 4月 1日から施行します。 
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○ 火災予防条例の一部を改正する条例（第 9号） 

1   改正内容 

  (1) 急速充電設備の位置、構造及び管理の基準について、必要な事項を定 

めます。（第14条の 2関係） 

  (2) その他規定の整備を行います。（第68条関係） 

2   施行期日 

  令和 3年 4月 1日から施行します。 

規 則 の あ ら ま し 

○ 名古屋市開発行為の許可等に関する規則の一部を改正する規則（第14号） 

1  改正内容 

(1) 公共施設管理者同意書について、押印を廃止します。（第 5号様式関 

係） 

(2) その他規定の整理を行います。（第 5号様式関係） 

 2  施行期日 

   公布の日から施行します。 
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 名古屋市緑化センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 3 年 3 月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 2 号 

   名古屋市緑化センター条例の一部を改正する条例 

 名古屋市緑化センター条例（昭和55年名古屋市条例第17号）の一部を次のよ 

うに改正する。                                                 

 第 8 条第 1 項に次のただし書を加える。 

  ただし、市長は、必要があると認めるときは、センターの設置の状況等に 

鑑み、第 3 項各号に掲げる選定基準を満たす者のうちから指定しようとする 

ものを選定することができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  令和 3 年 3 月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 3 号 

   道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

 道路構造の技術的基準を定める条例（平成24年名古屋市条例第 105 号）の一 

部を次のように改正する。 

 第 4 条第 1 項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第 5 項中 

「の車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第 6 条第 2 項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第 8 条の次に次の 1 条を加える。 

 （自転車通行帯） 

第 8 条の 2  自動車及び自転車の交通量が多い第 3 種又は第 4 種の道路（自転 

 車道を設ける道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路に 

あっては、停車帯の右側。次項において同じ。）に自転車通行帯を設けるも 

のとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合 

においては、この限りでない。 

2 自転車の交通量が多い第 3 種若しくは第 4 種の道路又は自動車及び歩行者 
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の交通量が多い第 3 種若しくは第 4 種の道路（自転車道を設ける道路及び前 

項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転 

車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通 

行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや 

むを得ない場合においては、この限りでない。 

3  自転車通行帯の幅員は、 1.5 メートル以上とするものとする。ただし、地 

 形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、 1 メート 

 ルまで縮小することができる。 

4  自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定める 

ものとする。 

 第10条第 1 項中「又は第 4 種の道路」を「（第 4 級及び第 5 級を除く。次項 

において同じ。）又は第 4 種（第 3 級及び第 4 級を除く。同項において同じ。） 

の道路で設計速度が 1 時間につき60キロメートル以上であるもの」に改め、同 

条第 2 項中「道路（」を「道路で設計速度が 1 時間につき60キロメートル以上 

であるもの（」に改める。 

 第11条第 1 項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

 第12条第 1 項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加え、同条 

第 3 項ただし書中「第 2 条第 9 号」を「第 2 条第10号」に改める。 

 第32条第 3 号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第41条中「第 8 条第 1 項」の次に「、第10条第 1 項及び第 2 項」を加える。 

 第42条中「第 8 条」の次に「、第 8 条の 2 第 3 項」を加える。 

  附 則 

1  この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第 3 種又は第 4 種の道路 

については、この条例による改正後の道路構造の技術的基準を定める条例第 

8 条の 2 並びに第10条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、なお従前の例 

による。 

8



 名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例の一部を改正する条例 

をここに公布する。 

  令和 3 年 3 月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 4 号 

   名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例の一部を改 

   正する条例 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例（令和 2 年名古屋市条

例第53号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附

則第 1 条の 2 第 1 項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベー

タコロナウイルス属のコロナウイルス（令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも

のに限る。）である感染症」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 名古屋市旅館業法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行条例の一部を改正す 

る条例をここに公布する。 

  令和 3年 3月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 5号 

   名古屋市旅館業法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行条例の一 

   部を改正する条例 

（名古屋市旅館業法施行条例の一部改正） 

第 1条 名古屋市旅館業法施行条例（平成15年名古屋市条例第 5号）の一部を

次のように改正する。 

第 4条第 8号中「 0.2ミリグラム」を「 0.4ミリグラム」に改める。 

（名古屋市公衆浴場法施行条例の一部改正） 

第 2条 名古屋市公衆浴場法施行条例（平成24年名古屋市条例第91号）の一部

を次のように改正する。 

  第 4条第 4号ア中「、過マンガン酸カリウム消費量」を「超えず、かつ、 

 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量をいう。）は 1リットルにつき 8ミリグ 

 ラムを超えないか、又は過マンガン酸カリウム消費量」に改め、同条第 6号

中「 0.2ミリグラム」を「 0.4ミリグラム」に改める。 
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   附 則 

 この条例は、令和 3年 7月 1日から施行する。 
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 名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 3年 3月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 6号 

   名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

名古屋市国民健康保険条例（昭和36年名古屋市条例第 1号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第29条第 1項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律

第31号）附則第 1条の 2第 1項に規定する」を削り、「以下「新型コロナウイ

ルス感染症」という」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和 2年 1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以

下同じ」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 名古屋市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正する条例をここに公布す 

る。 

  令和 3年 3月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 7号 

   名古屋市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正する条例 

名古屋市福祉有償運送運営協議会条例（平成27年名古屋市条例第13号）の一

部を次のように改正する。 

第 2条中「第49条第 3号」を「第49条第 2号」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 3年 3月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 8号 

   名古屋市消防団条例の一部を改正する条例 

 名古屋市消防団条例（昭和38年名古屋市条例第64号）の一部を次のように改

正する。 

 別表  1基本消防団の表中 

「 

名古屋市志段   
           名古屋市立志段味東小学校の通学区域一円   25人    を
   味東消防団     

                                 」 

「 

   名古屋市志段  名古屋市立上志段味小学校の通学区域が設   
           定される直前の名古屋市立志段味東小学校   25人    に
   味東消防団   の通学区域一円                     

                                 」 

改める。 

   附 則 
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 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

15



 火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 3年 3月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第 9号 

   火災予防条例の一部を改正する条例 

 火災予防条例（昭和37年名古屋市条例第16号）の一部を次のように改正する。

 第14条の 2第 1項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機

付自転車をいう」の次に「。以下同じ。）をいう」を加え、「50キロワット」

を「 200キロワット」に改め、同項第 4号から第 6号までの規定中「電気を動

力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同項中第14号を第17号とし、

第13号を第16号とし、第12号イ後段を削り、同号に次のように加え、同号を第

15号とする。 

  ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知

   した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

  エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知

   した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

 第14条の 2第 1項第11号の次に次の 3号を加える。 

 (12) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分を
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いう。以下同じ。）には、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずる 

こと。ただし、十分な強度を有するコネクターにあっては、この限りでな 

い。 

 (13) 急速充電設備のうち充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるもの 

にあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に 

影響を与えない構造とするとともに、当該液体の流量及び温度の異常を自 

動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合 

には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 (14) 急速充電設備のうち複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車 

等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開 

閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場 

合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

第14条の 2第 2項中「前項」を「前 2項」に改め、同項を同条第 3項とし、 

同条第 1項の次に次の 1項を加える。 

2 急速充電設備で、屋外に設けるもの（全出力50キロワット以下のもの及び 

消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。） 

の位置は、前項に規定するもののほか、建築物から 3メートル以上の距離を 

保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、若しくは覆われた外壁で 

開口部のない建築物又は不燃材料で造られた塀に面するときは、この限りで 

ない。 

 第68条中「次の各号」を「次」に改め、同条第 5号の次に次の 1号を加える。 

 (5) の 2 急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。） 

 第68条第 8号中「水素ガス充てん気球」を「水素ガス充 気球」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

 2 この条例の施行の際現に設置されている急速充電設備又は現に設置の工事 

中である急速充電設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例（以下 

17



「新条例」という。）第14条の 2の規定に適合しないものの位置、構造及び 

管理の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 3 この条例の施行の際現に急速充電設備を設置している者に対する新条例第 

68条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「令和 3 

年 5月31日までに」とする。 
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名古屋市開発行為の許可等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

令和 3 年 3 月16日 

名古屋市長  河  村  た か し河

名古屋市規則第14号 

名古屋市開発行為の許可等に関する規則の一部を改正する規則 

名古屋市開発行為の許可等に関する規則（平成14年名古屋市規則第 133  号） 

の一部を次のように改正する。 

第 5 号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改め、「 」を削り、同様式 

（注）第 1 号中「下水管きょ」を「下水管渠
きょ

」に改める。 

   附 則 

1  この規則は、公布の日から施行する。 

2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市開発行為の許可 

等に関する規則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されてい 

る同意書は、この規則による改正後の名古屋市開発行為の許可等に関する規 

則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

3  この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、 

 新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 
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名古屋市告示第 153号 

   身体障害者福祉法による医師の指定辞退 

 身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第 3条第 2項の規定に基づ 

き、次のように身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第 1項に規

定する医師の指定を辞退する旨の申出がありました。 

  令和 3年 3月15日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

主 な 診 断 場 所 医 師 氏 名 診 断 障 害 別 

もくれんクリニック 

        （東区） 

梅村 敬治郎 肢体不自由 

ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮ

ＩＣ葵 

        （東区） 

中野 聡 肝臓の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院 

        （昭和区） 

小島 博 じん臓の機能障害 

新栄リウマチ膠原病・内科ク

リニック 

        （東区） 

高橋 伸幸 肢体不自由 

名古屋セントラル病院 

        （中村区） 

簗瀬 誠 肢体不自由 

中部労災病院 

        （港区） 

松本 慎二郎 肢体不自由 

中部労災病院 

        （港区） 

山口 仁 肢体不自由 
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中部労災病院 

        （港区） 

山本 遥子 聴覚障害、平衡、音声

・言語、そしゃくの機

能障害 

名古屋市立大学病院 

        （瑞穂区） 

髙瀬 範明 視覚障害 

大名古屋ビルヂング眼科 

        （中村区） 

水谷 貴宏 視覚障害 

キリン診療所 

        （中川区） 

森田 伸 肢体不自由 

髙木整形外科・内科 

        （瑞穂区） 

稲垣 喜治 ぼうこう直腸の機能障

害 

総合病院南生協病院 

        （緑区） 

香曽我部 泰 心臓の機能障害 

ＡＯＩ名古屋病院 

        （東区） 

喜田 有紀 視覚障害 

名古屋第一赤十字病院 

        （中村区） 

大萱 俊介 肢体不自由 

協立総合病院 

        （熱田区） 

田中 久 音声・言語の機能障害

、肢体不自由 

藤田医科大学ばんたね病院 

        （中川区） 

青柳 陽一郎 音声・言語、そしゃく

の機能障害、肢体不自

由 

名古屋市立大学病院 

        （瑞穂区） 

井上 奈緒美 

（旧姓 中山）

視覚障害 

名古屋逓信病院 

        （東区） 

杉下 秀樹 肢体不自由 

名古屋逓信病院 

        （東区） 

山室 由利 聴覚障害、平衡、音声

・言語、そしゃくの機

能障害 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課
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名古屋市告示第 154号 

   身体障害者福祉法による医師の指定 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第 1項に規定する医師を

次のとおり指定しました。 

  令和 3年 3月15日 

名古屋市長  河  村  た か し 

主 な 診 断 場 所  医 師 氏 名 診 断 障 害 名
指定年月 

日 

ココカラハートクリニック

       （東区） 

大原 裕子 肢体不自由  

令和 2年 

11月 1日 

眼科三宅病院 

       （北区） 

芳賀 史憲 視覚障害 

名古屋セントラル病院 

       （中村区）

中川 貴之 肝臓の機能障害 

名古屋セントラル病院 

       （中村区）

竹内 章 呼吸器の機能障害 

鵜飼病院 

       （中村区）

丹羽 雄大 肢体不自由 

名古屋医療センター 

       （中区） 

榊原 千穂 じん臓の機能障害 

名古屋医療センター 

       （中区） 

安藤 遼 肢体不自由 

日本福祉大学付属クリニッ

クさくら 

竹内 健二 聴覚障害、平衡、音

声・言語、そしゃく
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       （中区）  の機能障害 

名城病院 

       （中区） 

原田 信吾 心臓の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

石田 昇平 ぼうこう直腸の機能

障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

金 恒秀 じん臓の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

福井 聡介 じん臓の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

栗本 路弘 肢体不自由 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

山本 啓之 肢体不自由 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

森本 竜太 心臓の機能障害 

いつきクリニック石川橋 

       （昭和区）

西脇 愛 呼吸器の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

田中 雅大 肢体不自由  

名古屋第二赤十字病院 

       （昭和区）

安藤 萌名美 心臓の機能障害  

西本病院 

       （瑞穂区）

近藤 成彦 じん臓の機能障害  

名古屋市立大学病院 

       （瑞穂区）

田尻 智子 呼吸器の機能障害  

名古屋市立大学病院 

       （瑞穂区）

松浦 健太郎 免疫の機能障害  

名古屋市総合リハビリテー

ションセンター附属病院 

佐藤 千香子 音声・言語、そしゃ

くの機能障害 
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       （瑞穂区）

名古屋掖済会病院 

       （中川区）

大橋 暁 肝臓の機能障害  

名古屋共立病院 

       （中川区）

山田 雄一郎 肢体不自由  

藤田医科大学ばんたね病院

       （中川区）

内海 史 ぼうこう直腸の機能

障害 

藤田医科大学ばんたね病院

       （中川区）

渡邉 英一 心臓の機能障害  

藤田医科大学ばんたね病院

       （中川区）

祖父江 嘉洋 心臓の機能障害  

名古屋掖済会病院 

       （中川区）

石瀬 仁司 ぼうこう直腸の機能

障害 

名古屋掖済会病院 

       （中川区）

佐々木 宏 肢体不自由  

名古屋共立病院 

       （中川区）

若林 俊彦 肢体不自由  

浅野眼科 

       （港区） 

浅野 亮 視覚障害  

中部労災病院 

       （港区） 

上田 美紀 肢体不自由、平衡、

音声・言語、そしゃ

くの機能障害 

中部労災病院 

       （港区） 

金子 雄紀 肢体不自由、平衡、

音声・言語、そしゃ

くの機能障害 

大同病院 

       （南区） 

浅井 暁 呼吸器の機能障害  

中京病院 

       （南区） 

辻 克和 じん臓の機能障害  
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名古屋市立緑市民病院 

       （緑区） 

宮澤 卓真 肢体不自由  

にしはら眼科クリニック 

       （緑区） 

西原 裕晶 視覚障害  

元八事整形外科・形成外科

       （天白区）

稲森 晋平 肢体不自由  

名古屋市立東部医療センタ

ー 

       （千種区）

岩田 卓士 肢体不自由  

令和 3年 

3月 1日 

名古屋市立東部医療センタ

ー 

       （千種区）

大野 貴之 音声・言語の機能障

害 

名古屋市立東部医療センタ

ー 

       （千種区）

水谷 南美 じん臓の機能障害 

総合上飯田第一病院 

       （北区） 

小田 智之 肢体不自由 

総合上飯田第一病院 

       （北区） 

山田 伸 ぼうこう直腸の機能

障害 

若葉通クリニック 

       （北区） 

新城 博之 心臓の機能障害 

名鉄病院 

       （西区） 

植田 広海 聴覚障害、平衡、音

声・言語、そしゃく

の機能障害 

名古屋第一赤十字病院 

       （中村区）

荒尾 嘉人 心臓の機能障害 

名城病院 

       （中区） 

関 崇 ぼうこう直腸の機能

障害 

名古屋医療センター 久保田 敏信 視覚障害 
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       （中区）    

名古屋医療センター 

       （中区） 

丹羽 英之 呼吸器の機能障害  

名古屋第二赤十字病院 

       （昭和区）

飛田 哲朗 肢体不自由  

名古屋第二赤十字病院 

       （昭和区）

水野 秀紀 ぼうこう直腸の機能

障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

中田 智彦 肢体不自由  

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

丸尾 貴志 聴覚障害、平衡、音

声・言語、そしゃく

の機能障害 

名古屋大学医学部附属病院

       （昭和区）

芳川 豊史 呼吸器の機能障害  

聖霊病院 

       （昭和区）

和田 咲子 呼吸器の機能障害  

みなと医療生活協同組合

協立総合病院 

       （熱田区）

小川 和大 肢体不自由  

藤田医科大学ばんたね病院

       （中川区）

稲熊 大城 じん臓の機能障害  

もり在宅クリニック 

       （中川区）

原薗 晋太郎 肢体不自由  

かいせい病院 

       （中川区）

菅 敏樹 小腸、肝臓の機能障

害 

名古屋掖済会病院 

       （中川区）

伊藤 正浩 ぼうこう直腸の機能

障害 

かくむクリニック 

       （南区） 

各務 智彦 呼吸器の機能障害  
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大同病院 

       （南区） 

竹内 昌宏 聴覚障害、平衡、音

声・言語、そしゃく

の機能障害 

中京病院 

       （南区） 

村上 央 心臓の機能障害  

守山友愛病院 

       （守山区）

小林 由典 じん臓の機能障害  

東名古屋病院 

       （名東区）

鈴木 道太 肢体不自由  

名古屋記念病院 

       （天白区）

中舘 功 肝臓の機能障害  

耳鼻咽喉科 めぐみクリニ

ック 

       （天白区）

広田 京子 聴覚障害、平衡、音

声・言語、そしゃく

の機能障害 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 
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名古屋市告示第 155号 

名古屋農業振興地域整備計画の変更案について 

 名古屋農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和44年法律第58号）第13条第 4項で準用する同法第11条第 1項の規

定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域整備計

画を変更する理由を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、名古屋市の住民で、当該農業振興地域整備計画の変更案に対し意見が

ある者は、令和 3年 4月14日までに市に意見書を提出することができます。提

出された意見書は要旨をとりまとめ、その処理結果とあわせて、後日公告しま

す。 

 また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者で、当該農

用地利用計画の変更案に対し異議がある者は、令和 3年 4月14日の翌日から起

算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。 

  令和 3年 3月15日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

1  農業振興地域整備計画変更案概要 

  (1) 農用地利用計画のうち農用地区域から除外する農地 

   名古屋市港区藤高一丁目 114番 

   名古屋市港区西福田二丁目 408番地 

(2) 農用地利用計画のうち農用地区域へ編入する土地 

   該当なし 

2 農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域整備計画を変更する理由

の縦覧期間 
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   令和 3年 3月15日から同年 4月14日まで 

 3  農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域整備計画を変更する理由

の縦覧場所 

   名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

   名古屋市緑政土木局都市農業課 

   (名古屋市役所西庁舎 5階) 

  名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 156 号 

   土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 地方税法（昭和25年法律第 226 号）第 416 条第 1項の規定により、土地価格 

等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。      

  令和 3 年 3 月15日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

1  縦覧期間 

  令和 3 年 4月 1日から同月30日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の 

祝日に関する法律（昭和23年法律第 178 号）に規定する休日を除きます。 

2  縦覧時間 

  午前 8時45分から正午まで及び午後 1時から午後 5時15分まで 

3  縦覧場所 

  土地又は家屋の所在する区を所管する市税事務所並びに土地又は家屋の所 

 在する区の区役所及び支所 

名古屋市財政局税務部固定資産税課 
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名古屋市告示第 157号 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定について 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を指定します。 

  令和 3年 3月16日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 1 指定する区域 

名古屋市瑞穂区田辺通 3丁目12番 1の一部、13番の一部及び14番の一部 

2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

ふっ素及びその化合物 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 158号 

   名古屋都市計画道路事業の変更認可に伴う関係図書の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第 2項において準用する同法第 

62条第 2項の規定により、次のように関係図書を公衆の縦覧に供します。 

令和 3年 3月16日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 1 縦覧場所、縦覧に供する図書の内容及び事業施行期間 

縦 覧 場 所 縦覧に供する図書の内容 事業施行期間 

名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号 

名古屋市緑政土木局

道路建設部道路建設

課 

（名古屋市役所西庁

舎 7階） 

名古屋都市計画道路事業 

 3・04・0175号敷田大久

伝線及び 3・04・91号有

松線に係る図書 

平成24年 8月 3日から 

令和 4年 3月31日まで 

2 縦覧期間 

  令和 3年 3月16日から令和 4年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます。 

3 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時15分まで 

名古屋市住宅都市局都市計画部街路計画課 
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名古屋市告示第 159号 

指定居宅サービス事業者等の指定 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第70条第 1項及び第 115条の 2第 1項

の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者とし

て、次のとおり指定しました。 

  令和 3年 3月17日 

名古屋市長  河  村  た か し  

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月

日 

サービスの種類 

株式会社親孝

行 

シルバーマン

ション篠原 

名古屋市中川区

上脇町 2丁目63

番地 

令和 3年 

 3月 1日 

特定施設入居者生 

活介護 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第 160 号 

      市議会の議決を経た予算の要領 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 3 年 

 3 月 9 日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

    令和 3 年 3 月18日 

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 1   令和 2 年度名古屋市一般会計補正予算（第15号） 

 2   令和 2 年度名古屋市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

 3   令和 2 年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計補正予算（第 1 号）  

 4   令和 2 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 5 令和 2 年度名古屋市基金特別会計補正予算（第 6 号） 

 6   令和 2 年度名古屋市用地先行取得特別会計補正予算（第 1 号） 

 7   令和 2 年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 5 号） 

 8   令和 2 年度名古屋市下水道事業会計補正予算（第 1 号）  

 9   令和 2 年度名古屋市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号） 

10  令和 2 年度名古屋市高速度鉄道事業会計補正予算（第 1 号） 

                      名古屋市財政局財政部財政課 
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令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
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正
予
算
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1
5
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
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る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
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正
）

第
1
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歳
入
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出
予
算
の
総
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歳
入
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れ
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9
3
7
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6
6
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千
円
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追
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入
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算
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入
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れ
ぞ
れ

1
,
5
8
7
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6
3
8
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0
6
3
千
円
と
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。

2
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入
歳
出
予
算
の
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正
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項
の
区
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び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
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正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
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第

1
表
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入
歳
出

 
 
予
算
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正
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に
よ
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（
繰
越
明
許
費
の
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第
2
条
 
 
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第

2
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
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。

 
 
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
3
条
 
 
債
務
負
担
行
為
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第

3
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
地
方
債
の
補
正
）

第
4
条
 
 
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第

4
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
1
5
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千

円

1
市

税
△

1
市

民
税

△

2
固

定
資

産
税

△

4
市

た
ば

こ
税

△

6
事

業
所

税
△

7
都

市
計

画
税

△

2
地

方
譲

与
税

△

1
地

方
揮

発
油

譲
与

税
△

2
自

動
車

重
量

譲
与

税
△

3
県

税
交

付
金

△

9
環

境
性

能
割

交
付

金
△

1
0

軽
油

引
取

税
交

付
金

△

6
地

方
交

付
税

△

1
地

方
交

付
税

△

9
国

庫
支

出
金

 

1
負

担
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

 

款
項

補
正

額

7
4
,
5
5
9
,
5
8
8
 
 

4
6
7
,
0
9
1
 
 

7
5
,
0
2
6
,
6
7
9
 
 

5
0
9
,
8
0
8
,
4
0
5
 
 

7
,
1
3
0
,
3
5
8
 
 

5
1
6
,
9
3
8
,
7
6
3
 
 

3
0
6
,
7
6
7
,
7
5
5
 
 

6
,
4
4
9
,
7
4
5
 
 

3
1
3
,
2
1
7
,
5
0
0
 
 

2
0
2
,
2
9
2
,
8
7
4
 
 

6
8
0
,
6
1
3
 
 

2
0
2
,
9
7
3
,
4
8
7
 
 

5
9
7
,
8
7
8
,
0
0
1
 
 

7
,
7
2
4
,
0
0
0
 
 

5
9
0
,
1
5
4
,
0
0
1
 
 

1
6
,
6
2
6
,
0
0
0
 
 

2
3
5
,
0
0
0
 
 

1
6
,
3
9
1
,
0
0
0
 
 

2
,
1
5
5
,
0
0
0
 
 

2
1
9
,
8
2
9
,
0
0
0
 
 

4
8
,
3
0
3
,
0
0
0
 
 

3
4
2
,
0
0
0
 
 

4
7
,
9
6
1
,
0
0
0
 
 

2
9
2
,
7
3
8
,
0
0
0
 
 

4
,
8
2
1
,
0
0
0
 
 

2
8
7
,
9
1
7
,
0
0
0
 
 

1
5
,
4
9
6
,
0
0
0
 
 

1
7
1
,
0
0
0
 
 

1
5
,
3
2
5
,
0
0
0
 
 

2
2
1
,
9
8
4
,
0
0
0
 
 

6
,
4
8
1
,
1
0
1
 
 

4
8
8
,
0
0
0
 
 

5
,
9
9
3
,
1
0
1
 
 

3
,
4
9
1
,
0
0
0
 
 

2
3
2
,
0
0
0
 
 

3
,
2
5
9
,
0
0
0
 
 

2
,
2
9
4
,
0
0
0
 
 

2
5
6
,
0
0
0
 
 

2
,
0
3
8
,
0
0
0
 
 

5
,
0
9
4
,
0
6
7
 
 

8
0
,
1
7
4
,
2
0
0
 
 

9
4
4
,
0
0
0
 
 

7
9
,
2
3
0
,
2
0
0
 
 

1
3
,
4
5
4
,
0
0
0
 
 

4
7
9
,
0
0
0
 
 

1
2
,
9
7
5
,
0
0
0
 
 

1
,
9
5
3
,
0
0
0
 
 

4
6
5
,
0
0
0
 
 

1
,
4
8
8
,
0
0
0
 
 

6
,
3
0
0
,
0
0
0
 
 

1
,
2
0
5
,
9
3
3
 
 

5
,
0
9
4
,
0
6
7
 
 

6
,
3
0
0
,
0
0
0
 
 

1
,
2
0
5
,
9
3
3
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1
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入
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1
他
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入
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1
4

繰
越
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1
繰

越
金

 

1
5

諸
収

入
 

5
受

託
事

業
収

入
 

7
雑

入
 

1
6

市
債

 

1
市

債
 

8
2
,
0
5
5
,
0
0
0
 
 

2
9
,
8
5
9
,
0
0
0
 
 

1
1
1
,
9
1
4
,
0
0
0
 
 

8
2
,
0
5
5
,
0
0
0
 
 

2
9
,
8
5
9
,
0
0
0
 
 

1
1
1
,
9
1
4
,
0
0
0
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
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計

1
1
7
,
2
7
6
,
7
5
5
 
 

1
,
5
5
6
,
7
0
0
,
3
9
7
 
 

2
,
4
5
1
,
6
0
6
 
 

3
,
6
5
1
,
6
7
0
 
 

3
,
6
5
1
,
6
7
0
 
 

3
0
,
9
3
7
,
6
6
6
 
 

1
,
5
8
7
,
6
3
8
,
0
6
3
 
 

2
,
4
5
1
,
6
0
6
 
 

1
,
2
0
0
,
0
6
4
 
 

2
2
,
7
5
0
,
2
3
0
 
 

1
6
3
,
4
3
8
 
 

2
2
,
9
1
3
,
6
6
8
 
 

1
,
2
0
0
,
0
6
4
 
 

4
6
,
5
0
2
,
1
5
6
 
 

2
3
,
6
2
6
,
4
0
6
 
 

7
7
 
 

2
3
,
6
2
6
,
4
8
3
 
 

8
9
5
,
1
7
4
 
 

4
,
1
5
3
 
 

8
9
9
,
3
2
7
 
 

2
5
,
0
2
9
,
5
0
9
 
 

2
,
4
8
8
,
8
5
6
 
 

2
7
,
5
1
8
,
3
6
5
 
 

4
,
2
3
0
 
 

3
0
3
,
6
5
3
 
 

4
6
,
8
0
5
,
8
0
9
 
 

6
3
8
,
0
5
3
 
 

1
5
0
,
0
0
0
 
 

7
8
8
,
0
5
3
 
 

1
1
7
,
2
8
0
,
9
8
5
 
 

2
7
,
5
1
8
,
3
6
5
 
 

6
3
8
,
0
5
3
 
 

1
5
0
,
0
0
0
 
 

7
8
8
,
0
5
3
 
 

2
5
,
0
2
9
,
5
0
9
 
 

2
,
4
8
8
,
8
5
6
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歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千

円

3
健

康
福

祉
費

△

1
社

会
福

祉
費

 

2
老

人
福

祉
費

△

5
国

民
健

康
保

険
費

 

7
公

衆
衛

生
費

 

4
子

ど
も

青
少

年
費

 

1
子

ど
も

青
少

年
費

 

5
環

境
費

 

2
環

境
事

業
費

 

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

 

3
ス

ポ
ー

ツ
費

 

7
経

済
費

 

1
産

業
費

 

8
観

光
文

化
交

流
費

 

1
観

光
交

流
費

 

2
文

化
交

流
費

 

9
緑

政
土

木
費

 

1
土

木
管

理
費

 

2
道

路
橋

り
よ

う
費

 

1
0
1
,
2
7
3
,
5
6
4
 
 

6
,
2
4
3
,
0
0
0
 
 

1
0
7
,
5
1
6
,
5
6
4
 
 

4
5
9
,
6
6
6
 
 

2
6
6
,
3
9
1
,
0
1
0
 
 

1
2
,
3
1
5
,
9
1
9
 
 

1
0
2
,
5
5
9
,
4
5
4
 
 

6
,
2
4
3
,
0
0
0
 
 

1
0
8
,
8
0
2
,
4
5
4
 
 

2
6
5
,
9
3
1
,
3
4
4
 
 

1
8
9
,
7
3
2
,
7
5
6
 
 

4
1
,
8
6
6
,
5
5
0
 
 

－
 
 

4
1
,
8
6
6
,
5
5
0
 
 

3
6
,
6
6
5
,
9
2
6
 
 

3
6
,
6
6
5
,
9
2
6
 
 

1
,
1
2
3
,
6
1
4
 
 

1
9
0
,
8
5
6
,
3
7
0
 
 

3
6
1
,
2
1
6
,
3
4
1
 
 

4
5
9
,
6
6
6
 
 

1
2
,
7
7
5
,
5
8
5
 
 

6
1
,
1
9
4
,
8
8
8
 
 

4
,
3
0
1
,
8
6
4
 
 

5
6
,
8
9
3
,
0
2
4
 
 

1
0
4
,
0
0
6
,
6
6
8
 
 

1
,
6
1
4
,
9
4
6
 
 

3
8
,
3
1
6
,
2
0
2
 
 

3
6
,
7
0
1
,
2
5
6
 
 

1
0
5
,
3
1
2
,
2
8
2
 
 

－
 
 

款
項
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正

額

1
,
3
4
2
,
3
0
4
 
 

3
5
9
,
8
7
4
,
0
3
7
 
 

1
,
3
0
5
,
6
1
4
 
 

1
8
9
,
7
3
2
,
7
5
6
 
 

1
,
1
2
3
,
6
1
4
 
 

1
9
0
,
8
5
6
,
3
7
0
 
 

1
4
,
5
0
3
,
9
7
7
 
 

1
,
1
2
2
,
2
1
7
 
 

1
5
,
6
2
6
,
1
9
4
 
 

7
,
1
7
8
,
3
0
3
 
 

6
8
6
,
5
9
5
 
 

7
,
8
6
4
,
8
9
8
 
 

5
,
3
7
5
,
2
3
8
 
 

4
3
5
,
6
2
2
 
 

5
,
8
1
0
,
8
6
0
 
 

8
1
,
2
3
0
,
3
8
0
 
 

4
,
3
4
0
,
9
8
4
 
 

8
5
,
5
7
1
,
3
6
4
 
 

8
,
3
9
8
,
9
3
7
 
 

－
 
 

8
,
3
9
8
,
9
3
7
 
 

2
5
,
8
5
6
,
1
6
3
 
 

1
,
2
2
0
,
0
0
0
 
 

2
7
,
0
7
6
,
1
6
3
 
 

2
2
,
9
0
5
,
7
1
6
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
2
,
9
4
4
,
7
1
6
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3
街

路
費

 

4
治

水
費

 

5
緑

政
費

 

1
0

住
宅

都
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1
都
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計

画
費

 

2
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宅
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1
1

消
防
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消

防
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1
2

教
育

費
 

1
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務
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小

学
校

費
 

3
中

学
校

費
 

4
高

等
学

校
費

 

5
幼

稚
園

費
 

6
特

別
支

援
学

校
費

 

9
生

涯
学

習
費

 

1
4

諸
支

出
金

 

1
公

営
企

業
会

計
支

出
金

 

2
4
,
7
4
1
,
0
9
1
 
 

1
,
4
1
8
,
7
9
1
 
 

4
5
,
1
8
5
,
4
8
9
 
 

1
,
4
1
8
,
7
9
1
 
 

4
6
,
6
0
4
,
2
8
0
 
 

2
0
,
4
4
4
,
3
9
8
 
 

－
 
 

1
0
,
1
6
4
,
2
8
9
 
 

9
7
,
8
3
1
,
4
2
1
 
 

4
4
,
3
8
6
,
4
3
9
 
 

3
,
3
1
9
,
7
7
4
 
 

4
7
,
7
0
6
,
2
1
3
 
 

2
6
,
1
5
9
,
8
8
2
 
 

2
8
,
7
1
8
,
4
8
4
 
 

2
4
3
,
0
0
0
 
 

2
8
,
9
6
1
,
4
8
4
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
5
5
6
,
7
0
0
,
3
9
7
 
 

3
0
,
9
3
7
,
6
6
6
 
 

9
,
0
4
8
,
0
5
0
 
 

－
 
 

1
1
,
3
9
3
,
6
6
4
 
 

1
,
4
7
8
,
0
3
2
 
 

8
7
,
6
6
7
,
1
3
2
 
 

1
,
5
8
7
,
6
3
8
,
0
6
3
 
 

1
9
6
,
4
3
2
,
3
9
0
 
 

9
,
0
4
8
,
0
5
0
 
 

1
5
,
0
7
1
,
4
0
1
 
 

2
1
1
,
5
0
3
,
7
9
1
 
 

1
2
,
8
7
1
,
6
9
6
 
 

2
0
,
4
4
4
,
3
9
8
 
 

2
8
,
7
1
8
,
4
8
4
 
 

2
4
3
,
0
0
0
 
 

2
8
,
9
6
1
,
4
8
4
 
 

1
5
,
1
4
1
,
4
0
8
 
 

2
4
,
2
2
7
,
9
9
6
 
 

5
8
9
,
0
0
0
 
 

2
4
,
8
1
6
,
9
9
6
 
 

1
,
8
5
6
,
9
7
6
 
 

7
,
7
0
1
,
6
1
0
 
 

1
3
,
4
4
1
,
4
0
8
 
 

1
,
7
0
0
,
0
0
0
 
 

6
,
4
8
6
,
2
7
1
 
 

1
8
,
6
3
0
 
 

6
,
5
0
4
,
9
0
1
 
 

8
3
1
,
9
8
4
 
 

8
,
5
3
3
,
5
9
4
 
 

1
6
,
8
5
8
,
6
6
8
 
 

1
0
,
7
5
0
 
 

1
6
,
8
6
9
,
4
1
8
 
 

1
,
7
7
7
,
0
5
0
 
 

7
9
,
9
2
6
 
 

5
3
,
7
2
7
,
9
3
9
 
 

2
,
2
5
7
,
2
9
7
 
 

5
5
,
9
8
5
,
2
3
6
 
 

5
3
,
7
2
7
,
9
3
9
 
 

2
,
2
5
7
,
2
9
7
 
 

5
5
,
9
8
5
,
2
3
6
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第
2
表
 
 
繰
越
明
許
費
補
正

千
円

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
多

床
室

の
個

室
5
5
,
0
0
0
 
 

事
業

名
金

額
款

項

化

環
境

費
1

環
境

保
全

費
「

国
連

生
物

多
様

性
の

1
0
年

」
最

終
年

事
業

1
1
,
6
8
5
 
 

3
健

康
福

祉
費

1
社

会
福

祉
費

民
間

鉄
道

駅
舎

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
設

備
設

置
補

助
7
5
,
0
0
0
 
 

重
症

心
身

障
害

児
者

施
設

多
床

室
の

個
室

化
6
2
,
0
0
0
 
 

民
間

障
害

者
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
の

耐
震

改
修

補
助

1
8
,
5
7
1
 
 

民
間

障
害

者
支

援
施

設
の

非
常

用
発

電
機

整
備

補
助

2
2
,
8
7
9
 
 

2
老

人
福

祉
費

高
齢

者
へ

の
エ

ア
コ

ン
設

置
等

助
成

1
3
5
,
9
8
0
 
 

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
き

よ
す

み
荘

の
改

修
3
,
0
0
0
 
 

民
間

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

整
備

補
助

3
7
,
0
0
0
 
 

9
保

健
所

費
東

保
健

セ
ン

タ
ー

の
電

気
設

備
改

修
工

事
3
,
5
6
4
 
 

6
7
,
2
5
8
 
 

54
子

ど
も

青
少

年
費

1
子

ど
も

青
少

年
費

ナ
ゴ

ヤ
わ

く
わ

く
プ

レ
ゼ

ン
ト

事
業

民
間

保
育

所
の

改
築

補
助

9
9
0
,
7
0
7
 
 

保
育

士
確

保
支

援
事

業

あ
け

ぼ
の

学
園

の
改

築
5
5
,
0
0
0
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

2
区

役
所

費
戸

籍
電

算
シ

ス
テ

ム
の

改
修

1
6
,
7
4
2
 
 

1
4
,
9
4
9
 
 

介
護

施
設

の
水

害
対

策
等

補
助

1
4
,
4
9
4
 
 

東
区

役
所

の
電

気
設

備
改

修
工

事
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事
業

2
8
5
,
0
0
0
 
 

都
市

整
備

1
8
0
,
8
8
8
 
 

名
鉄

名
古

屋
本

線
桜

駅
・

本
星

崎
駅

間
連

続
立

体
交

差

9
緑

政
土

木
費

1
土

木
管

理
費

耐
震

性
防

火
水

槽
設

置
の

受
託

工
事

2
住

宅
費

市
営

住
宅

の
建

設
1
,
4
1
8
,
7
9
1
 
 

8
観

光
文

化
交

流
費

1
観

光
交

流
費

観
光

消
費

喚
起

事
業

3
7
,
0
0
0
 
 

4
,
0
0
0
 
 

5
,
0
7
3
 
 

文
化

交
流

費
市

民
会

館
の

改
築

に
向

け
た

基
本

構
想

の
策

定

4
治

水
費

ン
推

進
事

業

3
名

古
屋

城
費

名
古

屋
城

二
之

丸
庭

園
の

保
存

整
備

道
路

・
橋

り
よ

う
の

整
備

県
指

定
文

化
財

伊
藤

家
住

宅
の

保
存

・
活

用

2 1
1
0

5
緑

政
費

公
園

の
整

備
1
,
4
2
5
,
0
0
0
 
 

住
宅

都
市

費

1
2
,
6
5
0
 
 

3
,
6
2
7
,
0
0
0
 
 

3

2
4
2
,
0
0
0
 
 

2
道

路
橋

り
よ

う
費

2
8
,
4
1
3
 
 

国
際

展
示

場
拡

張
整

備
に

係
る

基
本

計
画

の
策

定

4
,
0
5
4
,
0
0
0
 
 

都
市

計
画

費

3
ス

ポ
ー

ツ
費

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

ホ
ス

ト
タ

ウ
3
0
,
0
0
0
 
 

7
経

済
費

1
産

業
費

地
域

経
済

活
性

化
促

進
事

業
1
,
6
7
0
,
0
0
0
 
 

東
京

2
0
2
0
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

聖
火

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
の

名
城

庭
球

場
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
組

立
塀

の
撤

去
等

開
催

ン
推

進
事

業

1
9
,
1
0
0
 
 

6
,
0
0
0
 
 

街
路

の
整

備

河
川

・
排

水
路

の
整

備

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

ホ
ス

ト
タ

ウ
7
,
0
0
0
 
 

街
路

費
1
,
2
2
3
,
9
8
4
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千
円

耐
震

性
防

火
水

槽
の

設
置

3
9
,
9
2
0
 
 

款
項

事
業

名
金

額 2
7
3
,
8
5
9
 
 

5
2
5
,
0
0
0
 
 

2
0
9
,
0
0
0
 
 

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

1
8
2
,
5
0
0
 
 

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

部
品

の
交

換
2
2
4
,
5
9
9
 
 

指
定

避
難

所
の

給
排

水
機

能
確

保
策

の
推

進

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等

受
水

槽
の

改
修

2
小

学
校

費

3
1
,
1
0
7
,
4
5
1
 
 

公
害

対
策

関
係

校
空

調
設

備
の

改
修

ト
イ

レ
の

環
境

改
善

肢
体

不
自

由
児

童
対

応
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

整
備

運
動

場
の

改
修

1
1

消
防

費

運
動

場
の

改
修

材
の

購
入

1
2

教
育

費
1

教
育

総
務

費
家

庭
学

習
用

モ
バ

イ
ル

ル
ー

タ
の

購
入

中
学

校
費

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

1
1
0
,
5
4
3
 
 

指
定

避
難

所
の

給
排

水
機

能
確

保
策

の
推

進
1
6
5
,
0
0
0
 
 

校
舎

等
の

保
全

改
修

・
設

備
改

修
2
1
4
,
5
6
5
 
 

ト
イ

レ
の

環
境

改
善

1
,
4
1
7
,
7
1
5
 
 

8
3
,
8
2
8
 
 

校
舎

等
の

保
全

改
修

・
設

備
改

修

1
5
9
,
0
0
0
 
 

3
6
3
,
3
0
0
 
 

1
,
0
9
2
,
8
6
8
 
 

6
0
,
0
0
0
 
 

1
消

防
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

救
急

活
動

用
資

器

7
,
3
9
7
,
4
3
4
 
 

肢
体

不
自

由
生

徒
対

応
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
整

備
の

設
計

5
,
0
0
0
 
 

公
害

対
策

関
係

校
空

調
設

備
の

改
修

1
0
,
7
5
0
 
 

2
4
3
,
0
0
0
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運
動

場
の

改
修

園
舎

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

の
設

計

ブ
ロ

ッ
ク

塀
撤

去
等

の
設

計

1
8
,
6
3
0
 
 

6
4
1
,
7
3
2
 
 

園
舎

の
保

全
改

修
・

設
備

改
修

6
特

別
支

援
学

校
費

幼
稚

園
費

2
3
,
0
0
0
 
 

ト
イ

レ
の

環
境

改
善

9
1
,
0
0
4
 
 

情
報

通
信

機
器

の
購

入

6
4
4
,
1
6
6
 
 

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

生
徒

用
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
購

入

5

6
8
,
0
0
0
 
 

5
0
,
7
7
6
 
 

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等
6
0
,
0
0
0
 
 

受
水

槽
の

改
修

5
7
,
0
0
0
 
 

生
徒

用
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
購

入
3
2
,
1
3
0
 
 

受
水

槽
の

改
修

6
,
1
5
0
 
 

1
,
0
0
0
 
 

4
高

等
学

校
費
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第
3
表
 
 
債
務
負
担
行
為
補
正

1
 
 
追
 
 
加
 
 
分

千
円

小
学

校
校

舎
等

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
改

修
工

事
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

小
学

校
公

害
対

策
関

係
校

の
空

調
設

備
改

修
工

事
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

中
学

校
校

舎
等

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
改

修
工

事
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

中
学

校
校

舎
等

の
保

全
改

修
・

設
備

改
修

工
事

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

中
学

校
公

害
対

策
関

係
校

の
空

調
設

備
改

修
工

事
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

高
等

学
校

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

工
事

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
4
年

度
ま

で

2
 
 
変
 
 
更
 
 
分

千
円

千
円

3
5
,
0
0
0

5
1
,
0
0
0

令
和

3
年

度
か

ら

2
4
0
,
0
0
0

4
2
,
0
0
0

限
度

額

2
6
7
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

令
和

4
年

度
ま

で

事
項

（
平

成
3
1
年

第
1
号

議
決

）

事
項

補
正

前

限
度

額

5
2
9
,
0
0
0

委
託

国
際

会
議

場
整

備
事

業
者

選
定

支
援

業
務

補
正

後

期
間

令
和

3
年

度
ま

で

令
和

2
年

度
か

ら
5
0
,
9
2
4

期
間

期
間

限
度

額
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第
4
表
 
 
地
方
債
補
正

 
 
1
 
 
追
 
 
加
 
 
分

千
円

年
5
.
0
％

以
内

 
 
2
 
 
変
　
更
　
分

年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
政

府
資

金
及

び
地

方
公

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
共

団
体

金
融

機
構

資
金

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

と
が

で
き

る
。

政
府

資
金

を
借

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

施
設

整
備

費
同

上
7
4
7
,
0
0
0

起
債

の
方

法
限

度
額

同
上

同
上

子
ど

も
青

少
年

同
上

同
じ

補
正

前
に

償
 
 
 
 
 
 
 
還

 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

に
同

じ

同
上

償
還

の
方

法

8
8
7
,
0
0
0

同
上

千
円

同
じ

補
正

前
1
0
0
,
0
0
0

1
1
3
,
0
0
0

起
債

の
目

的

千
円

利
率

償
還

の
方

法
限

度
額

起
債

の
方

法
利

率

補
正

前
に

補
正

後
補

正
前

起
債

の
目

的

社
会

福
祉

施
設

は
証

券
発

行
普

通
貸

借
又

整
備

費
（

た
だ

し
､
利

率
見

直

限
度

額
起

債
の

方
法

利
率

普
通

貸
借

又
は

証
券

発
行

の
方

法
に

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
る

。
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
減

収
補

 
債

2
,
2
5
3
,
0
0
0

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

1
2
,
4
0
0
,
0
0
0

同
　

上
同

　
　

　
　

上
同

　
　

 
　

　
　

　
 
　

上
調

整
債

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

借
換

え
す

る
こ

り
入

れ
る

政
府

資
金

及
び

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

45



年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
政

府
資

金
及

び
地

方
公

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
共

団
体

金
融

機
構

資
金

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

同
上

同
上

同
上

同
上

8
,
6
1
0
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

整
備

費
文

化
交

流
施

設
1
,
0
1
0
,
0
0
0

同
上

同
上

1
,
1
1
6
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

観
光

交
流

施
設

2
,
7
1
5
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

整
備

費

施
設

整
備

費
は

証
券

発
行

（
た

だ
し

､
利

率
見

直

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

整
備

費
同

上
同

上
同

上
生

涯
学

習
施

設
8
3
1
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

9
9
4
,
0
0
0

同
上

同
上

整
備

費

幼
稚

園
整

備
費

同
上

特
別

支
援

学
校

4
5
2
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

6
4
,
0
0
0

同
上

公
園

緑
地

整
備

費

同
上

高
等

学
校

整
備

費
2
6
6
,
0
0
0

同
上

同
上

整
備

費

整
備

費

ス
ポ

ー
ツ

施
設

4
,
7
9
1
,
0
0
0

同
上

同
上

義
務

教
育

施
設

4
,
8
8
4
,
0
0
0

同
上

同
上

公
共

土
木

事
業

費
2
8
,
0
1
9
,
0
0
0

同
上

5
5
6
,
0
0
0

同
上

同
上

3
,
3
4
1
,
0
0
0

9
6
,
0
0
0

1
,
4
0
7
,
0
0
0

同
上

同
上

1
2
,
0
1
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

1
3
,
5
3
7
,
0
0
0

同
上

4
,
0
3
2
,
0
0
0

同
上

同
上

利
率

千
円

同
上

住
宅

建
設

費
3
,
1
5
5
,
0
0
0

同
上

同
上

臨
時

財
政

対
策

債
1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

4
,
9
9
9
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

3
2
,
1
0
3
,
0
0
0

9
,
8
4
5
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

起
債

の
目

的
補

正
後

限
度

額

同
じ

に
同

じ
同

じ

限
度

額
償

還
の

方
法

補
正

前

千
円

廃
棄

物
処

理
2
,
2
5
9
,
0
0
0

普
通

貸
借

又
補

正
前

に

起
債

の
方

法

2
,
5
3
9
,
0
0
0

補
正

前
に

補
正

前
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令
和

2
年
度
名
古
屋
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第

2
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
3
9
,
0
0
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
2
0
1
,
7
0
1
,
2
3
4
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の

金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。令
和

2
年
度
名
古
屋
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

2
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

2
繰

入
金

 

1
他

会
計

繰
入

金
 

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

 
 
 
 
平
成
2
8
年
2
月
　
日
提
出

1
国

民
健

康
保

険
費

 

1
事

業
費

 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
0
1
,
6
6
2
,
2
3
4
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
0
1
,
7
0
1
,
2
3
4
 
 

款
項

補
正

額

2
2
,
9
0
5
,
7
1
6
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
2
,
9
4
4
,
7
1
6
 
 

2
2
,
9
0
5
,
7
1
6
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
2
,
9
4
4
,
7
1
6
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
0
1
,
6
6
2
,
2
3
4
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
0
1
,
7
0
1
,
2
3
4
 
 

款
項

補
正

額

3
9
,
0
0
0
 
 

2
0
1
,
6
8
1
,
2
3
4
 
 

3
9
,
0
0
0
 
 

2
0
1
,
6
8
1
,
2
3
4
 
 

2
0
1
,
6
4
2
,
2
3
4
 
 

2
0
1
,
6
4
2
,
2
3
4
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
名

古
屋

城
天

守
閣

特
別

会
計

の
補

正
予

算
（

第
1
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

繰
越

明
許

費
）

第
1
条

 
 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
1
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

翌
年

度
に
繰

り
越

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

 
 
は

、
「

第
1
表

繰
越

明
許

費
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
名
古
屋
城
天
守
閣
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）
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第
1
表
 
 
繰
越
明
許
費

事
業

名
金

額
千
円

1
名

古
屋

城
天

守
閣

事
業

費
1

事
業

費
天
守
閣
木
造
復
元
の
実
施
設
計

款
項

6
1
,
0
0
0
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
市

街
地

再
開

発
事

業
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

2
号

）
は

、
次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
）

第
1
条

 
 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
1
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

翌
年

度
に
繰

り
越

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

 
 
は

、
「

第
1
表

繰
越

明
許

費
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
市
街
地
再
開
発
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

2
号
）
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第
1
表
 
 
繰
越
明
許
費

事
業

名
金

額
千
円

1
市

街
地

再
開

発
事

業
費

1
事

業
費

鳴
海
駅
前
市
街
地
再
開
発
事

業

款
項

3
6
,
5
0
0
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
基

金
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

6
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
1
条

 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
2
,
4
8
8
,
8
5
6
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
1
0
5
,
7
5
2
,
3
9
2
千

円
と

す
る

。

2
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
1
表

歳
入

歳
出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
基
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

6
号
）
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第
1
表

 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
4

災
害

対
策

事
業

3
基

金
積

戻
金

 

2
2

財
政

調
整

基
金

収
入

 

2
基

金
積

戻
金

 

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
4

災
害

対
策

事
業

基
金

 

1
他

会
計

繰
出

金
 

2
2

財
政

調
整

基
金

 

1
他

会
計

繰
出

金
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
3
,
2
6
3
,
5
3
6
 
 

1
0
5
,
7
5
2
,
3
9
2
 
 

2
,
4
8
8
,
8
5
6
 
 

1
,
8
0
7
,
4
3
1
 
 

6
2
7
 
 

1
,
8
0
8
,
0
5
8
 
 

1
,
8
0
1
,
6
1
9
 
 

6
2
7
 
 

1
,
8
0
2
,
2
4
6
 
 

3
,
4
5
2
,
5
7
9
 
 

2
,
4
8
8
,
2
2
9
 
 

5
,
9
4
0
,
8
0
8
 
 

款
項

1
0
3
,
2
6
3
,
5
3
6
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

3
,
4
9
6
,
3
0
8
 
 

款
項

1
,
8
0
7
,
4
3
1
 
 

基
金

収
入

1
,
8
0
1
,
6
1
9
 
 

補
正

額

2
,
4
8
8
,
2
2
9
 
 

 
6
2
7
 
 

1
,
8
0
8
,
0
5
8
 
 

6
2
7
 
 

1
,
8
0
2
,
2
4
6
 
 

3
,
4
5
2
,
5
7
9
 
 

2
,
4
8
8
,
2
2
9
 
 

5
,
9
4
0
,
8
0
8
 
 

5
,
9
8
4
,
5
3
7
 
 

3
,
4
9
6
,
3
0
8
 
 

2
,
4
8
8
,
2
2
9
 
 

5
,
9
8
4
,
5
3
7
 
 

1
0
5
,
7
5
2
,
3
9
2
 
 

補
正

額

2
,
4
8
8
,
8
5
6
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
用

地
先

行
取

得
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

1
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
1
条

 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
2
9
2
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出
予

算
の

総
額

を
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ

　
1
2
,
7
9
2
,
7
8
9
千

円
と

す
る

。

2
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
1
表

歳
入

歳
出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
の

補
正

）

第
2
条

 
 
繰

越
明

許
費

の
追

加
は

、
「

第
2
表

繰
越

明
許

費
補

正
」

に
よ

る
。

 
 
（

地
方

債
の

補
正

）

第
3
条

 
 
地

方
債

の
変

更
は

、
「

第
3
表

地
方

債
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
用
地
先
行
取
得
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

2
都

市
開

発
用

地

3
市

債

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

2
都

市
開

発
用

地
取

得
費

1
取

得
費

1
2
,
5
0
0
,
7
8
9
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

款
項

4
,
5
2
6
,
8
3
1
 
 

2
9
2
,
0
0
0
 
 

2
9
2
,
0
0
0
 
 

7
0
3
,
0
0
0
 
 

2
9
2
,
0
0
0
 
 

補
正

額

2
9
2
,
0
0
0
 
 

款
項

補
正

額

2
9
2
,
0
0
0
 
 

9
9
2
,
0
0
0
 
 

4
,
8
1
8
,
8
3
1
 
 

2
9
2
,
0
0
0
 
 

7
0
0
,
0
0
0
 
 

4
,
5
2
6
,
8
3
1
 
 

取
得

資
金

収
入

1
2
,
7
9
2
,
7
8
9
 
 

1
2
,
7
9
2
,
7
8
9
 
 

4
,
8
1
8
,
8
3
1
 
 

9
9
5
,
0
0
0
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
2
,
5
0
0
,
7
8
9
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第
2
表
 
 
繰
越
明
許
費
補
正

第
3
表
 
 
地
方
債
補
正

年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
1
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
よ

り
、

又
は

満
期

日
に

元
金

を
一

括
し

て
償

還
す

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
限

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
り

入
れ

る
場

合
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。

款
項

事
業

名
金

額
千

円

2
都

市
開

発
用

地
取

得
費

1
取

得
費

公
共

施
設

用
地

の
買

取
1
9
9
,
0
0
0
 
 

限
度

額
起

債
の

方
法

利
率

償
還

の
方

法
千

円
千
円

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

限
度

額
起

債
の

方
法

利
率

償
還

の
方

法

補
正

前
に

取
得

費
は

証
券

発
行

同
じ

に
同

じ
同

じ
都

市
開

発
用

地
7
0
0
,
0
0
0

普
通

貸
借

又
9
9
2
,
0
0
0

補
正

前
に

補
正

前
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
公

債
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

5
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
1
条

 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
4
9
9
,
5
1
3
,
9
0
5
千

円
と

す
る

。

2
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
1
表

歳
入

歳
出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
公
債
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

5
号
）

58



第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
公

債
 

1
公

債

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
繰

出
金

1
起

債
額

繰
出

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

4
5
2
,
7
6
2
,
9
0
5
 
 

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

款
項

1
2
8
,
1
0
9
,
0
0
0
 
 

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

1
2
8
,
1
0
9
,
0
0
0
 
 

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

補
正

額

2
4
5
,
8
8
0
,
0
0
0
 
 

補
正

額

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

4
9
9
,
5
1
3
,
9
0
5
 
 

4
6
,
7
5
1
,
0
0
0
 
 

2
4
5
,
8
8
0
,
0
0
0
 
 

4
9
9
,
5
1
3
,
9
0
5
 
 

1
7
4
,
8
6
0
,
0
0
0
 
 

1
7
4
,
8
6
0
,
0
0
0
 
 

款
項

4
5
2
,
7
6
2
,
9
0
5
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
9
9
,
1
2
9
,
0
0
0
 
 

1
9
9
,
1
2
9
,
0
0
0
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（
総
　
則
）

第
1
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第

1
号
）
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
2
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第

3
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を

　
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

　
 
（
 
科
　
　
目
 
）

収
　
　
入

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
2
項

支
　
　
出

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
2
項

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
予
算
第

4
条
に
定
め
た
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

7
7
,
6
1
7
,
8
9
6

5
4
,
0
0
0

7
7
,
6
7
1
,
8
9
6

営
業

外
収

益
6
,
9
3
6
,
7
7
6

5
4
,
0
0
0

6
,
9
9
0
,
7
7
6

5
4
,
0
0
0

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）

営
業

外
費

用
9
,
0
9
1
,
2
2
8

9
,
1
4
5
,
2
2
8

　
（
既
定
予
定
額
）
　

　
（
補
正
予
定
額
）
　

（
　
計
　
）

下
水

道
経

営
費

7
6
,
1
9
1
,
8
9
6

5
4
,
0
0
0

7
6
,
2
4
5
,
8
9
6

下
水

道
事

業
収

益
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（
 
科
　
　
目
 
）

収
　
　
入

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
1
項

第
2
項

支
　
　
出

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
1
項

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
企
業
債
）

第
4
条
 
 
予
算
第

6
条
中
「
限
度
額
2
5
,
0
0
9
,
0
0
0
千
円
」
を
「
限
度
額
2
5
,
6
0
9
,
0
0
0
千
円
」
に
、
「
下
水
道
事
業
建
設
費
2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

 
 
千
円
」
を
「
下
水
道
事
業
建
設
費
2
5
,
6
0
0
,
0
0
0
千
円
」
に
改
め
る
。

6
0
0
,
0
0
0

1
1
,
6
0
1
,
2
5
0

1
,
2
0
0
,
0
0
0

3
8
,
5
3
0
,
8
4
4

企
業

債
2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

2
5
,
6
0
0
,
0
0
0

資
本

的
収

入
3
7
,
3
3
0
,
8
4
4

国
庫

補
助

金
1
1
,
0
0
1
,
2
5
0

　
（
補
正
予
定
額
）
　

7
7
,
6
0
6
,
7
8
4

5
0
,
5
1
8
,
8
9
3

（
　
計
　
）

　
（
既
定
予
定
額
）
　

7
6
,
4
0
6
,
7
8
4

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費
4
9
,
3
1
8
,
8
9
3

1
,
2
0
0
,
0
0
0

1
,
2
0
0
,
0
0
0
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（
総
　
則
）

第
1
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
自
動
車
運
送
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第

1
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
自
動
車
運
送
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第

2
条
中
「
年
間
1
3
0
,
9
6
2
,
0
0
0
人
」
を

　
「
年
間
9
7
,
8
0
1
,
0
2
0
人
」
に
、
「
1
日
3
5
8
,
8
0
0
人
」
を
「
1
日
2
6
7
,
9
4
8
人
」
に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
予
算
第

3
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

　
 
（
 
科
　
　
目
 
）

収
　
　
入

千
円

千
円

千
円

第
1
款

△

第
1
項

△

第
2
項

支
　
　
出

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
1
項

自
動

車
運

送
事

業
費

2
6
,
9
5
0
,
3
5
9

3
,
1
3
7

3
,
1
3
7

2
6
,
1
2
1
,
1
7
4

営
業

収
益

2
2
,
6
9
1
,
8
1
0

4
,
7
5
1
,
2
6
1

1
7
,
9
4
0
,
5
4
9

営
業

外
収

益

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
自
動
車
運
送
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第

1
号
）

　
（
既
定
予
定
額
）
　

　
（
補
正
予
定
額
）
　

（
　
計
　
）

自
動

車
運

送
事

業
収

益

2
6
,
9
5
3
,
4
9
6

営
業

費
用

2
6
,
1
1
8
,
0
3
7

2
7
,
1
1
0
,
0
4
9

2
,
5
0
0
,
1
2
4

2
4
,
6
0
9
,
9
2
5

4
,
4
1
8
,
2
3
9

2
,
2
5
1
,
1
3
7

6
,
6
6
9
,
3
7
6
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（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
債
務
負
担
行
為
）

第
4
条
　
予
算
第

5
条
に
定
め
た
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
。

　
　
　
車
両
の
抗
ウ
イ
ル
ス
加
工

 
1
3
6
,
0
0
0
千
円

（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

第
5
条
　
予
算
第
1
0
条
第

2
項
中
「
2
,
4
0
4
,
0
0
0
千
円
」
を
「
4
,
6
5
2
,
0
0
0
千
円
」
に
改
め
、
第

4
項
の
次
に
次
の

1
項
を
加
え
る
。

5
　
車
両
の
抗
ウ
イ
ル
ス
加
工
に
要
す
る
経
費
に
あ
て
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
こ
の
会

計
が
補
助
を
受
け
る
金
額
は
、
3
,
1
3
7
千
円
で
あ

　
る
。

事
　
　
項

期
間

限
度

額

令
和

3
年
度
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（
総
　
則
）

第
1
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
高
速
度
鉄
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第

1
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
高
速
度
鉄
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第

2
条
中
「
年
間
5
0
1
,
4
0
0
,
5
0
0
人
」
を

　
「
年
間
3
5
4
,
5
0
4
,
0
6
0
人
」
に
、
「
1
日
1
,
3
7
3
,
7
0
0
人
」
を
「
1
日
9
7
1
,
2
4
4
人
」
に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
予
算
第

3
条
に
次
の
な
お
書
き
を
加
え
る
。

　
な
お
、
資
金
不
足
額
3
5
,
5
0
1
,
2
7
1
千
円
の
一
部
に
あ
て
る
た
め
、
企
業
債
（
特
別
減
収
対
策
）
1
6
,
0
0
0
,
0
0
0
千
円
を
借
り
入
れ
る
。

2
　
同
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

　
 
（
 
科
　
　
目
 
）

収
　
　
入

千
円

千
円

千
円

第
1
款

△

第
1
項

△

第
2
項

支
　
　
出

千
円

千
円

千
円

第
1
款

第
1
項

高
速

度
鉄

道
事

業
費

8
6
,
6
1
7
,
6
5
7

7
5
,
5
7
3
,
5
2
7

営
業

収
益

9
3
,
8
6
4
,
0
8
5

6
7
,
3
2
7
,
4
7
5

営
業

外
収

益

6
,
1
6
0

6
,
1
6
0

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
高
速
度
鉄
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第

1
号
）

　
（
既
定
予
定
額
）
　

　
（
補
正
予
定
額
）
　

（
　
計
　
）

高
速

度
鉄

道
事

業
収

益

8
6
,
6
2
3
,
8
1
7

営
業

費
用

7
5
,
5
6
7
,
3
6
7

1
0
2
,
1
0
0
,
3
5
8

7
5
,
5
6
9
,
9
0
8

8
,
2
3
6
,
2
7
3

8
,
2
4
2
,
4
3
3

2
6
,
5
3
6
,
6
1
0

2
6
,
5
3
0
,
4
5
0

6
,
1
6
0
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（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

（
債
務
負
担
行
為
）

第
4
条
　
予
算
第

5
条
に
定
め
た
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
。

　
　
　
車
両
の
抗
ウ
イ
ル
ス
加
工

8
5
,
0
0
0
千
円

（
企
業
債
）

第
5
条
　
予
算
第

6
条
中
「
起
債
の
目
的
　
高
速
度
鉄
道
事
業
建
設
改
良
費
及
び
利
子
支
払
に
あ
て
る
た
め
」
を
「
起
債
の
目
的
　
高
速
度
鉄

　
道
事
業
建
設
改
良
費
、
利
子
支
払
及
び
資
金
不
足
額
に
あ
て
る
た
め
」
に
、
「
限
度
額
1
1
,
7
0
2
,
0
0
0
千
円
」
を
「
限
度
額
2
7
,
7
0
2
,
0
0
0
千
円
」

　
に
、

　
「
高
速
度
鉄
道
事
業
特
例
債
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
1
,
6
1
7
,
0
0
0
千
円
」
を

　
「
高
速
度
鉄
道
事
業
特
例
債
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
1
,
6
1
7
,
0
0
0
千
円

　
　
高
速
度
鉄
道
事
業
特
別
減
収
対
策
企
業
債
　
　
　
1
6
,
0
0
0
,
0
0
0
千
円
」
に
改
め
る
。

（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

第
6
条
　
予
算
第
1
0
条
第

3
項
の
次
に
次
の

1
項
を
加
え
る
。

4
　
車
両
の
抗
ウ
イ
ル
ス
加
工
に
要
す
る
経
費
に
あ
て
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
こ
の
会
計
が
補
助
を
受
け
る
金
額
は
、
6
,
1
6
0
千
円
で
あ

　
る
。

事
　
　
項

期
間

限
度

額

令
和

3
年
度
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名古屋市告示第 161号 

   有料公園施設の供用月日の変更について 

 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15号）第18条の 4第 2項の

規定により、次のとおり有料公園施設の供用月日を変更しますので、名古屋市

都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）第 6条第 3項の規定に

より告示します。 

  令和 3年 3月19日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 有料公園施設の名称 

  荒子川公園ガーデンプラザ 

2 変更内容 

   令和 3年 3月29日（月）及び同年 4月 5日（月）を供用する日に変更しま

す。 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 162号 

   名古屋市青少年交流プラザ（分館を除く。）の休館について 

 名古屋市青少年交流プラザ条例施行規則（平成19年規則第85号）第 2条第 1 

項の規定により、次のとおり休館します。 

  令和 3年 3月19日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

1 対象の施設 

   名古屋市青少年交流プラザ（分館を除く。） 

 2 休館日 

  令和 3年 4月 1日（木）から同年12月28日（火）まで 

3 休館の理由 

  対象の施設において、天井等落下防止対策工事を実施するため。 

名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 

67



職務に専念する義務の免除基準に関する規則等の一部を改正する規則をここ 

に公布する。 

令和 3 年 3 月19日 

名古屋市人事委員会委員長 細 井 土 夫 

名古屋市人事委員会規則第 3 号 

職務に専念する義務の免除基準に関する規則等の一部を改正する 

     規則 

（職務に専念する義務の免除基準に関する規則の一部改正） 

第 1 条 職務に専念する義務の免除基準に関する規則（昭和26年名古屋市人事

委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条第 6 号の 2 中「代行受診」という。）」の次に「（臨時的に任用さ

れる職員並びに会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員にあっては、こ

れらに相当するものとして任命権者が定める受診）」を加える。 

別記様式中「印」を削る。 

（外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に係る協議及び報告に関する

規則の一部改正） 

第 2 条 外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に係る協議及び報告に関

する規則（昭和63年名古屋市人事委員会規則第 1 号）の一部を次のように改 

 正する。 
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 別記様式第 1 及び様式第 2 中「印」を削る。 

（退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部改正） 

第 3 条 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則（ 平成22年

名古屋市人事委員会規則第 2 号） の一部を次のように改正する。 

  様式第 1 号及び様式第 2 号中「印」を削る。 

附 則 

1  この規則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免

除基準に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則に

よる改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定に基づいて

提出されたものとみなす。 

3  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の退職手当の支給制限等の

処分に係る調査審議に関する規則の規定に基づいて提出されている諮問書及

び申立書は、この規則による改正後の退職手当の支給制限等の処分に係る調

査審議に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 
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名古屋市人事委員会達第 1 号 

                          人事委員会事務局  

名古屋市人事委員会情報あんしん条例施行規程（平成16年名古屋市人事委員

会達第 3 号）の一部を次のように改正する。 

令和 3 年 3 月19日 

名古屋市人事委員会委員長  細 井 土 夫  

 次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（起案の方法） 

第20条 （略） 

2  （略） 

3  前 2 項の規定にかかわらず、障害その

他の事由により文書管理システムを利用

することができない場合は、起案用紙（

第 5 号様式）を利用して起案することが

できる。 

（決裁の手続） 

第23条 （略） 

2 ～ 6  （略） 

7  前項の規定にかかわらず、紙決裁の場

合は、起案者以外の者も訂正できる。こ

の場合においては、加除訂正した者の印

を押すものとする。 

（公印） 

第29条 行政文書の浄書に当たっては、別

に定める手続により公印を押さなければ

ならない。 

2  前項の規定にかかわらず、電子情報で

ある行政文書又はその内容が事務報告、

照会、回答その他の法律的効力を有しな

（起案の方法） 

第20条 （略） 

2  （略） 

3   前 2 項の規定にかかわらず、障害その

他の事由により文書管理システムを利用

することができない場合は、起案用紙（

第 5 号様式）を利用して起案することが

できる。この場合において、起案者は所

定の欄に記名押印し、又は署名するもの

とする。 

（決裁の手続）  

第23条 （略） 

2 ～ 6  （略） 

7  前項の規定にかかわらず、紙決裁の場

合は、起案者以外の者も訂正できる。こ

の場合においては、加除訂正した者が押

印し、又は署名するものとする。 

 （契印） 

第29条  
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い行政文書については、公印を押すこと

を要しない。 

3  行政文書の浄書に当たっては、施行文

書と原議を契印するものとする。ただし、

施行文書又は原議が電子情報である場合

は、この限りでない。 

（電子署名） 

第30条 総合行政ネットワークを利用して

施行する行政文書には、電子署名を行う

ものとする。ただし、その内容が事務報

告、照会、回答その他の法律的効力を有

しない行政文書については、電子署名を

行うことを要しない。 

2  （略） 

  行政文書の施行に当たっては、施行文

書と原議を契印するものとする。ただし、

施行文書又は原議が電子情報である場合

は、この限りでない。 

（電子署名） 

第30条 法律的効力を有する行政文書で

 あって総合行政ネットワークを利用して

施行するものには、電子署名を行うもの

とする。 

2  （略） 

第 5 号様式中「印」を削る。 

 附 則 

 この達は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市上下水道局告示第２号 

公共下水道の供用及び下水の処理を次のとおり開始するので、下水道法（昭

和33年法律第79号）第９条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

なお、その関係図面は、令和３年３月31日までの２週間名古屋市上下水道局

経営本部営業部給排水設備課及び名古屋市上下水道局経営本部営業部営業所に

おいて一般の縦覧に供する。 

  令和３年３月16日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する日 

  令和３年４月１日 

２ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域並びに下水の処理を行う

終末処理場の位置及び名称 

公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域 終末処理場の位置及 

び名称 区 名 町   名 字 ・ 丁 目 摘 要

瑞 穂 区 大 喜 新 町 ４丁目 一部 瑞穂区桃園町 

名古屋市上下水道局 

伝馬町水処理センタ 

ー 

港 区 秋 葉 二 丁 目  〃 中川区中須町 

名古屋市上下水道局 

打出水処理センター 

熱 田 前 新 田 中川流作 西

の組 

〃 熱田区千年二丁目 

名古屋市上下水道局 

千年水処理センター 

大 西 一 丁 目  〃 中川区中須町 

名古屋市上下水道局 

打出水処理センター 

 河 口 町  〃 熱田区千年二丁目 

名古屋市上下水道局 

千年水処理センター 

南 陽 町 茶屋新田・四

番割 

〃 中川区中須町 

名古屋市上下水道局 
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打出水処理センター 

西 蟹 田  〃 〃 

東 蟹 田  〃 〃 

東 茶 屋 一 丁 目  〃 〃 

福 前 一 丁 目  〃 〃 

緑 区 鳴 海 町 有松裏 細根

米塚 

〃 緑区浦里五丁目 

名古屋市上下水道局 

鳴海水処理センター 

 南 陵  〃 〃 

 東神の倉三丁目  〃 天白区植田南一丁目 

名古屋市上下水道局 

植田水処理センター 

天 白 区 梅 が 丘 一 丁 目  〃 〃 

土 原 三 丁 目  〃 〃 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

別添図面のとおり 

４ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

合 流 式 瑞穂区 港区（西蟹田及び東蟹田） 

分 流 式 港区（西蟹田及び東蟹田を除く。） 緑区 天白区 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

大喜新町 

４丁目 

排水施設の位置図 

瑞穂区（合流式）
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 

港区（合流式）

西蟹田 

東蟹田 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 

港区（分流式）Ｎｏ．１

秋葉二丁目  

大西一丁目  

南陽町 

茶屋新田 

四番割 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 

港区（分流式）Ｎｏ．２

熱田前新田 

 中川流作 
河口町 

熱田前新田 

 西の組 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

東茶屋一丁目 

排水施設の位置図 

港区（分流式）Ｎｏ．３
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

市界 

福前一丁目 

排水施設の位置図 

港区（分流式）Ｎｏ．４
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

鳴海町 

 有松裏 

排水施設の位置図 

緑区（分流式）Ｎｏ．１

鳴海町 

 細根 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

鳴海町 

 細根 

排水施設の位置図 

緑区（分流式）Ｎｏ．２

鳴海町 

 米塚 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

排水施設の位置図 

緑区（分流式）Ｎｏ．３

鳴海町 

 米塚 

鳴海町 

 細根 
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

南陵 

排水施設の位置図 

緑区（分流式）Ｎｏ．４
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

市界 

東神の倉三丁目 

排水施設の位置図 

緑区（分流式）Ｎｏ．５
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

梅が丘一丁目 

排水施設の位置図 

天白区（分流式）Ｎｏ．１
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供用開始区域 

供用及び処理を開始する下水道 

土原三丁目 

排水施設の位置図 

天白区（分流式）Ｎｏ．２

86



名古屋市上下水道局管理規程第３号 

名古屋市上下水道局配水管施工士規程（平成15年名古屋市上下水道局管理規

程第10号）の一部を次のように改正する。 

令和３年３月18日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢 

 第５条第１項中「配水管技能者登録済報告書兼配水管施工士登録申請書（第

１号様式」を「配水管施工士登録申請書（別記様式」に改める。 

 第８条中「生じたとき」の次に「又は配水管技能者の登録の更新を受けたと 

き」を加え、「配水管施工士登録事項変更届出書（第２号様式）を局長に提出」

を「その旨を局長に報告」に改める。 

 第９条第１項第５号中「前４号」を「前各号」に改める。 

 第１号様式を別記様式とし、同様式を次のように改める。 
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別記様式（第５条関係）

（宛先）名古屋市上下水道局長

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

〒

電話番号 ( )

〒

電話番号 ( )

配水管施工士登録申請書

　　　　　年　　　月　　　日

　配水管施工士としての登録を申請します。また、これに併せて、配水管施工士登録講習の受講を
申請します。

登録証番号

有効期限

配水管
技能者

注　　　公益社団法人日本水道協会発行の配水管技能者登録証の写しを添付してください。

（フリガナ）

申請者住所

勤務先

勤務先所在地

申請者氏名
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第２号様式を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の名古屋市上下水道局配

水管施工士規程（以下「改正前規程」という。）の規定に基づいて提出され

ている配水管技能者登録済報告書兼配水管施工士登録申請書は、この規程に

よる改正後の名古屋市上下水道局配水管施工士規程（以下「改正後規程」と

いう。）の規定に基づいて提出されたものとみなす。

３ この規程の施行の際、改正前規程の規定に基づいて調製されている用紙で

なお残量のあるものは、改正後規程の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年 3月16日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名古屋南ショッピングセンター 

  名古屋市南区豊田四丁目82番地 1 ほか 6筆 

2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗の所在地 

変更前 変更後 

名古屋市南区豊田四丁目82番地 1
外 6筆 

名古屋市南区豊田四丁目82番地 1
ほか 6筆 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに

代表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は
名   称

代表者の
氏  名

住  所
氏名又は
名   称

代表者の
氏  名

住  所

1 

㈱パレモ 代表取締役
小田 保則

愛知県稲沢
市天池五反
田町 1番地

― ― ― 平成
27年
3月
1日

2 

㈱新星堂 代表取締役
砂田 浩孝

東京都杉並
区上萩一丁
目23番17号

― ― ― 平成
29年
1月

20日

3 

㈱ハンド・
イン・小林

代表取締役
小林 堅一

名古屋市南
区三条二丁
目25番 3号

― ― ― 平成
30年
11月
11日
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4 

㈱モリエ 代表取締役
藤田 敏 

愛知県稲沢
市天池五反
田町 1番地

― ― ― 令和
元年
9月

29日

5 

㈲ジェイズ
プランニン
グ

代表取締役
上原 龍 

名古屋市緑
区徳重四丁
目1603番地

― ― ― 令和
元年
9月

29日

6 

㈱多司 代表取締役
則竹 功雄

名古屋市中
村区名駅南
二丁目 2番
24号 

― ― ― 令和
元年
6月

20日

7 

㈱たんぽぽ代表取締役
伏屋 俊明

岐阜県岐阜
市神田町五
丁目 5番地
の 4 

― ― ― 平成
25年
9月

23日

8 

杢田 姫子 ― 名古屋市港
区金船町 2
丁目 1番地
の52 

― ― ― 平成
27年
12月
13日

9 

東谷㈱ 代表取締役
東谷 昌彦

名古屋市中
区栄三丁目
28番14号 

― ― ― 平成
30年
6月

20日

10

ユニー㈱ 代表取締役
佐古 則男

愛知県稲沢
市天池五反
田町 1番地

変更なし 代表取締役
関口 憲司

変更なし 平成
31年
4月

15日

11

ダイリキ㈱代表取締役
高橋 真二

大阪市西区
新町一丁目
27番 9号 

変更なし 代表取締役
高橋 淳 

変更なし 平成
28年
2月
3日

12

㈱サンリフ
ォーム

代表取締役
坂野 達哉

愛知県稲沢
市天池五反
田町 1番地

変更なし 代表取締役
服部 剛之

変更なし 平成
29年
5月

18日

13

㈱スイート
スタイル

代表取締役
若月 光博

東京都中央
区日本橋小
舟町 7番 2
号

変更なし 代表取締役
古谷 大輔

変更なし 令和
元年
5月

16日

14

㈱グリーン
ハウスフー
ズ

代表取締役
田沼 千秋

東京都新宿
区西新宿三
丁目 7番 1
号

変更なし 変更なし 東京都新宿
区西新宿三
丁目20番 2
号

平成
26年
2月

24日

15

㈱オッジ・
インターナ
ショナル

代表取締役
安井 武昌

大阪市中央
区備後町三
丁目 1番 6
号

変更なし 代表取締役
辰己 貴義

変更なし 平成
28年
3月
1日
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16

㈱タカキュ
ー

代表取締役
臼井 一秀

東京都板橋
区板橋三丁
目 9番 7号

変更なし 代表取締役
大森 尚昭

変更なし 平成
28年
5月

19日

17

㈱三城 代表取締役
加賀 純一

東京都中央
区銀座一丁
目 7番 7号

変更なし 代表取締役
澤田 将広

東京都中央
区日本橋室
町二丁目 4
番 3号 

平成
30年
12月
1日

18

㈱ザ・クロ
ックハウス

代表取締役
花谷 洋二

東京都杉並
区西荻北二
丁目28番 7
号

変更なし 代表取締役
大野 禄太
郎

東京都中央
区築地四丁
目 1番 1号

平成
30年
8月
1日

19

㈱スイート
ガーデン

代表取締役
清水 元 

神戸市西区
高塚台 5丁
目 4番地 1

変更なし 代表取締役
富川 俊昭

変更なし 平成
27年
8月
1日

20

㈱日本一 代表取締役
染谷 康雄

千葉県野田
市目吹1965
番地

変更なし 代表取締役
染谷 幸雄

変更なし 平成
28年
6月

15日

21

㈱セリア 代表取締役
河合 宏光

岐阜県大垣
市外渕二丁
目38番地 

変更なし 代表取締役
河合 映治

変更なし 平成
26年
6月

24日

22

― ― ― ㈱名古屋食
糧

代表取締役
則竹 功雄

名古屋市中
区栄二丁目
1番 1号 

令和
元年
9月

17日

23

― ― ― ㈱タカヨシ代表取締役
髙品 政明

千葉市美浜
区中瀬一丁
目 3番地 

令和
元年
9月

17日

24

― ― ― ㈱プラザク
リエイト

代表取締役
大島 康広

東京都中央
区晴海一丁
目 8番10号

平成
29年
3月

14日

25

― ― ― ㈱たかやま代表取締役
宇藤 真司

愛知県東海
市名和町西
前郷18番地
の 8 

平成
30年
10月
15日

26

― ― ― ㈱アダスト
リア

代表取締役
福田 三千
男

東京都渋谷
区渋谷二丁
目21番 1号

平成
29年
3月
1日

3 変更の日 

 (1) 店舗の所在地については、令和 3年 2月26日 
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 (2) 小売業者については、2(2)で既述 

4 変更する理由 

(1) 店舗の所在地については、誤記修正のため 

(2) № 1から№ 9までの小売業者については、退店のため 

(3) №10から№13まで、№15、№16及び№19から№21までの小売業者につい

ては、代表者変更のため 

(4) №14の小売業者については、住所変更のため 

(5) №17及び№18の小売業者については、代表者及び住所変更のため 

(6) №22から№26までの小売業者については、入店のため 

5 届出の日 

  令和 3年 2月26日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年 3月16日から令和 3年 7月16日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年 7月16日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 2項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年 3月16日 

                 名古屋市長  河  村  た か し

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名古屋南ショッピングセンター 

 名古屋市南区豊田四丁目82番地 1  ほか 6筆 

 2 変更しようとする事項 

  (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

開店時刻 閉店時刻 

変更前 変更後 変更前 変更後 

午前10時00分（年 
間30日は午前 9時
30分、年間30日は
午前 9時00分） 

午前 9時00分 午後 9時30分 変更なし 

 (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 変更前 変更後 

建物西側立体駐車場 1階、

2階、 3階 

午前 9時30分から午後10
時00分まで（年間30日は
午前 9時00分から午後10
時00分まで、年間30日は
午前 8時30分から午後10
時00分まで）

午前 8時30分から 

午後10時00分まで 

建物東側立体駐車場屋上 

平面駐車場 

 (3)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

変更前 変更後 

午前 6時00分から午後 8時00分まで 午前 6時00分から午後 9時00分まで
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 3 変更の日 

    令和 3年 4月 1日 

 4 変更しようとする理由 

営業計画変更のため 

 5 届出の日 

  令和 3年 2月26日 

 6 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

南区役所情報コーナー 

 7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

令和 3年 3月16日から令和 3年 7月16日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます。 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年 7月16日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定公告 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 5条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指

定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第17条第 1号の規定により公告

する。 

  令和 3年 3月16日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

指定した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1509号 オシカモ 

住設 

關 順平 愛知県豊田市鴛鴨町 

中高根 110番地 2 

令和 3年 2月17日 

第1510号 永和住設 河野 剛 名古屋市中川区下之 

一色町権野23番地の 

 1クラリティーガー 

デン 602号 

令和 3年 2月17日 

第1511号 株式会社 

ニッショ 

ー 

加治佐 健 

二 

名古屋市北区楠三丁 

目 319番地 

令和 3年 2月17日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止公告 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 9条第 3項の規定により、名古屋市上下水道局指定給

水装置工事事業者から次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第17

条第 2号の規定により公告する。 

  令和 3年 3月16日 

               名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

事業を廃止した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第1236号 ケントロ 

ン株式会 

社 

東 浩治 愛知県春日井市知多 

町二丁目 101番地 

令和 3年 2月 5日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の指定公告 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 3条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指定排

水設備工事店を指定したので、同規程第22条第 1項第 1号の規定により公告す

る。 

令和 3年 3月16日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

指定した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1509号 オシカモ 

住設 

關 順平 愛知県豊田市鴛鴨町 

中高根 110番地 2 

令和 3年 2月17日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の廃止公告 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 7条第 2項の規定により、名古屋市上下水道局指定排水設

備工事店から次のように事業の廃止の届出があったので、同規程第22条第 1項

第 2号の規定により公告する。 

  令和 3年 3月16日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

事業を廃止した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 廃止年月日 

第1236号 ケントロ 

ン株式会 

社 

東 浩治 愛知県春日井市知多 

町二丁目 101番地 

令和 3年 2月 5日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   農業委員会総会の開催公告 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第27条第 1項の規定に基 

づき名古屋市農業委員会総会を開催するので、次のとおり公告する。 

  令和 3年 3月18日 

                名古屋市農業委員会会長 岩田  公雄  

1 開催日時 

令和 3年 3月22日（月）午後 2時00分 

2 場所 

  名古屋市役所西庁舎12階 西12Ｃ会議室 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

3 議案 

第15号議案 農地法第 3条の規定による所有権移転許可申請について 

第16号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第17号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について 

第18号議案 相続税の納税猶予に関して引き続き農業経営を行っている旨 

の証明願について 

第19号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

第20号議案 農業経営基盤強化促進法第18条第 1項の決定について 

第21号議案 農業振興地域整備計画変更に関する意見聴取について 

第22号議案 土地改良事業参加資格交替申出の承認について 

                  名古屋市農業委員会事務局農政課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年 3月19日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ＭＥＧＡドン・キホーテ千種香流店 

  名古屋市千種区新西一丁目 201番 ほか12筆 

 2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

変更前 変更後 

千種新西店舗 ＭＥＧＡドン・キホーテ千種香流店 

 (2) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

変更前 変更後 

名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 

日本アセッ
トマーケテ
ィング㈱ 

代表取締役
越塚 孝之

東京都江戸
川区北 西
四丁目14番
1号 

変更なし 代表取締役
白濱 満明

変更なし

(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の

氏名 

変更前 変更後 

名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 

㈱ドン・キ
ホーテ

代表取締役
大原 孝治

東京都目黒
区青葉台二
丁目19番10
号

変更なし 代表取締役
吉田 直樹

変更なし
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3 変更の日 

(1) 店舗の名称については、平成28年 4月29日 

(2) 設置者については、令和 2年 6月26日 

(3) 小売業者については、令和元年 9月25日 

4 変更した理由 

(1) 店舗の名称については、名称変更のため 

(2) 設置者及び小売業者については、代表者変更のため 

5 届出の日 

  令和 3年 3月 4日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年 3月19日から同年 7月19日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年 7月19日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年 3月19日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ＮＰ共同ビル 

  名古屋市中区栄三丁目2901番 ほか25筆 

 2 変更した事項 

   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに代

表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 名  称 

代表者の
氏  名

住  所
氏名又は
名   称

代表者の
氏  名

住  所

1 

アイア㈱ 代表取締役
萩島 宏 

東京都渋谷
区渋谷一丁
目 1番 5号

― ― ― 令和
2年
1月

13日

2 

オルビス㈱代表取締役
小林 琢磨

東京都品川
区平塚二丁
目 1番14号

― ― ― 令和
元年
8月

31日

3 

チョーギン
㈱

代表取締役
小林 一雄

東京都墨田
区江東橋一
丁目16番 2
号

― ― ― 令和
元年
8月
4日

4 

プリティー
グリーンジ
ャパン㈱

代表取締役
金田 宏 

東京都港区
北青山三丁
目13番 7号

― ― ― 令和
元年
9月
8日
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5 

メルヴィー
タジャポン
㈱

代表取締役
ニコラ ガ
イガー

東京都千代
田区平河町
二丁目16番
1号 

― ― ― 令和
元年
9月

30日

6 

ロクシタン
ジャポン㈱

代表取締役
ニコラ ガ
イガー

東京都千代
田区平河町
二丁目16番
1号 

― ― ― 令和
2年
4月

19日

7 

海川商事㈱代表取締役
海川 直樹

三重県員弁
郡東員町笹
尾東一丁目
30番 8 

― ― ― 令和
2年
8月

31日

8 

㈱ 3ミニッ
ツ

代表取締役
松田 昌賢

東京都渋谷
区神宮前 2
丁目34番17
号

― ― ― 令和
2年
7月

31日

9 

㈱ｅｆｆｅ
ｃｔ

代表取締役
安田 宗市

名古屋市中
区栄一丁目
14番14号 

― ― ― 令和
2年
2月

29日

10

㈱ＲＯＮＩ
ＷＯＲＬＤ

代表取締役
岡田 雅登

東京都港区
海岸三丁目
18番 1号 

― ― ― 令和
元年
8月

31日

11

㈱ＳＷＥＥ
Ｐ

代表取締役
宮本 誠一

東京都目黒
区上目黒三
丁目22番24
号

― ― ― 令和
元年
8月

18日

12

㈱アリシア代表取締役
伊達 環 

茨城県水戸
市泉町三丁
目 1番27号

― ― ― 令和
2年
8月

31日

13

㈱アンビデ
ックス

代表取締役
吉田 秀人

東京都渋谷
区元代々木
23番 8号 

― ― ― 令和
元年
8月

25日

14

㈱イヴスリ
ー

代表取締役
宮本 誠一

東京都目黒
区上目黒三
丁目22番24
号

― ― ― 令和
元年
8月

18日

15

㈱イッセイ
ミヤケ

代表取締役
永谷 正勝

東京都渋谷
区富ヶ谷一
丁目12番10
号

― ― ― 令和
2年
1月

31日

16

㈱エーアン
ドエス

代表取締役
白川 集一

東京都渋谷
区千駄ヶ谷
2丁目11番
1号 

― ― ― 令和
2年
8月

30日
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17

㈱オンワー
ド樫山

代表取締役
大澤 道雄

東京都中央
区日本橋三
丁目10番 5
号

― ― ― 令和
2年
2月

29日

18

㈱キャン 代表取締役
立花 隆央

岡山市北区
幸町 2番 8
号

― ― ― 令和
2年
8月

30日

19

㈱ジャパン
イマジネー
ション

代表取締役
木村 達央

東京都新宿
区信濃町 3
番地 1 

― ― ― 令和
2年
9月
6日

20 

㈱ステータ
ス

代表取締役
竹田 希 

東京都港区
港南四丁目
1番10号 

― ― ― 令和
2年
2月

29日

21

㈱ストライ
プインター
ナショナル

代表取締役
石川 康晴

岡山市北区
幸町二丁目
8番地 

― ― ― 令和
2年
2月

17日

22

㈱せーの 代表取締役
石川 涼 

東京都渋谷
区猿楽町11
番 6号 

― ― ― 令和
2年
2月

29日

23

㈱ツヅキ 代表取締役
都築 宏一
郎

千葉県柏市
柏 344番地
2 

― ― ― 令和
2年
8月

29日

24

㈱ピー・エ
ックス

代表取締役
荒木 義也

東京都渋谷
区鉢山町13
番15号 

― ― ― 令和
2年
8月

23日

25

㈱ビームス代表取締役
設楽 洋 

東京都渋谷
区神宮前一
丁目 5番 8
号

― ― ― 令和
2年
4月

19日

26

㈱ビヨンク
ール

代表取締役
荒井 正敏

大阪市中央
区心斎橋筋
二丁目 1番
11号 

― ― ― 令和
2年
1月

26日

27

㈱フィール
グッド

代表取締役
田中 仁 

東京都千代
田区富士見
二丁目10番
2号 

― ― ― 令和
元年
6月
2日

28

㈱フェニッ
クス

代表取締役
レン・イ

新潟県新発
田市豊町 2
丁目10番 8
号

― ― ― 令和
2年

10月
31日
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29

㈱マークス代表取締役
高城 和彦

東京都世田
谷区太子堂
一丁目 4番
24号 

― ― ― 令和
元年
8月

31日

30

㈱ヤングフ
ァッション
研究所

代表取締役
加藤 清光

東京都渋谷
区千駄ヶ谷
三丁目51番
2号 

― ― ― 令和
元年
8月

18日

31

㈱リズモン
ドエンター
プライズ

代表取締役
小澤 賢一

千葉県木更
津 市 中 島
2144番地 

― ― ― 令和
3年
1月

17日

32

㈱三越伊勢
丹

代表取締役
杉江 俊彦

東京都新宿
区新宿 3丁
目14番 1号

― ― ― 令和
2年
3月
8日

33

㈱三鈴 代表取締役
池内 清和

東京都品川
区西五反田
七丁目22番
17号 

― ― ― 令和
元年
9月
1日

34

㈲ＣＯＬＯ
ＲＳ

代表取締役
早川 光二

福岡市中央
区大名一丁
目15番30号

― ― ― 令和
2年
8月

30日

35

㈲ウィーブ
トシ

代表取締役
田辺 圭二

東京都渋谷
区神宮前一
丁目 8番14
号

― ― ― 令和
2年
8月

28日

36

㈲グローバ
ルトーカイ

代表取締役
林 幹根 

岐阜県羽島
市小熊町島
5丁目14番

地

― ― ― 令和
2年
8月

30日

37

㈲ムラ・ク
リエイティ
ブハウス

代表取締役
田村 史 

東京都世田
谷区三軒茶
屋一丁目35
番15号 

― ― ― 令和
元年
5月

31日

38

― ― ― ＡＩＬＥＳ
ＴＯＫＹＯ
㈱

代表取締役
遠藤 龍太
郎

東京都渋谷
区渋谷 1丁
目 2番10号

令和
2年
6月

25日

39

― ― ― ＲＩＶＥＲ
ＦＩＥＬＤ
㈱

代表取締役
河野 宗治

宮崎県宮崎
市花ヶ島町
南 赤 江 町
2094番地 1

令和
2年

10月
30日

40

― ― ― ＶＦジャパ
ン㈱

代表取締役
彰 子才 

東京都港区
赤坂 8丁目
5番34号 

令和
2年

12月
1日
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41

― ― ― アニエスベ
ージャパン
㈱

代表取締役
エチエンヌ
・ブルゴア

東京都渋谷
区神宮前 2
丁目22番16
号

令和
元年
11月
8日

42

― ― ― キーン・ジ
ャパン合同
会社

職務執行者
竹田 尚志

東京都港区
北青山 1丁
目 3番 6号

令和
2年

12月
1日

43

― ― ― ㈱ｂｅｙｏ
ｎｄ

代表取締役
久保 憲一
郎

北九州市小
倉南区沼南
町三丁目 8
番 12号 

令和
2年
8月
1日

44

― ― ― ㈱ＤＯＴＯ
ＮＥ

代表取締役
藤井 亮 

東京都渋谷
区神宮前二
丁目34番17
号

令和
2年
8月
1日

45

― ― ― ㈱ＦＡＢＲ
ＩＣ ＴＯ
ＫＹＯ

代表取締役
森 雄一郎

東京都渋谷
区千駄ヶ谷
5丁目23番

13号 

令和
元年
9月

12日

46

― ― ― ㈱ｆａｂｕ
ｌｏｕｓ 

代表取締役
松永 直也

名古屋市東
区泉二丁目
19番11号 

令和
2年
9月
1日

47

― ― ― ㈱ＦＥＲＮ
ＡＮＤＡ
ＪＡＰＡＮ

代表取締役
流合 貴之

横浜市中区
尾上町 2丁
目19番地 

令和
2年

11月
1日

48

― ― ― ㈱ＦＲＯＮ
ＴＩＥＲ

代表取締役
小野島 剛

長野県長野
市大字南長
野北石堂町
1444番地 

令和
3年
1月
1日

49

― ― ― ㈱ＧＯＲＩ
’Ｚ 

代表取締役
小松 勇三

札幌市中央
区南一条西
4丁目 1番

地

令和
2年
3月
6日

50

― ― ― ㈱Ｊｕｅｍ
ｉ

代表取締役
滝口 樹理

東京都港区
北青山 3丁
目 1番 6号

令和
2年
9月
1日

51 

― ― ― ㈱ＬＥＢＥ
Ｎ

代表取締役
江﨑 友美

名古屋市東
区泉一丁目
22番26号 

令和
3年
1月
1日

52 

― ― ― ㈱ｍ．ｓｏ
ｅｕｒ

代表取締役
佐藤 正隆

京都市中京
区 舟 屋 町
410番地の
1 

令和
2年
9月
5日
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53 

― ― ― ㈱ＱＲＣ 代表取締役
由井 具規

神戸市中央
区北長狭通
2丁目31番

69号 

令和
2年
9月
1日

54 

― ― ― ㈱Ｓｕｉｋ
ｏｓｈａ

代表取締役
別所 大作

大阪市中央
区本町 4丁
目 6番 7号

令和
2年

12月
1日

55 

― ― ― ㈱ＹＳＭ 代表取締役
向井 翔太
郎

東京都渋谷
区千駄ヶ谷
3丁目15番
6号 

令和
2年
9月
1日

56 

― ― ― ㈱アルビオ
ン

代表取締役
小林 章一

東京都中央
区銀座 1丁
目 7番10号

令和
2年
3月

11日

57 

― ― ― ㈱スニーズ代表取締役
土橋 和貴

東京都豊島
区南池袋 1
丁目20番 1
号

令和
2年

10月
31日

58 

― ― ― ㈱タイタン
・アート

代表取締役
米原 太一

大阪市西区
新町一丁目
8番11号 

令和
元年
8月

24日

59 

― ― ― ㈱ノルコー
ポレーショ
ン

代表取締役
菅 喜嗣 

東京都調布
市飛田給 1
丁目 7番 3
号

令和
元年
9月

12日

60 

― ― ― ㈱スマート
ピット

代表取締役
北河 勝寛

東京都豊島
区東池袋一
丁目35番地
9号 

令和
2年

10月
31日

61 

― ― ― ㈱スワンキ
ス

代表取締役
丸山 聡 

東京都渋谷
区千駄ヶ谷
3丁目20番

10号 

令和
2年
9月
1日

62 

― ― ― ㈱ディドゥ
ルディドゥ
ル

代表取締役
塩谷 優太

東京都西東
京市下保谷
4丁目 1番
4号 

令和
2年

12月
1日

63 

― ― ― ㈱ブテイツ
クア

代表取締役
本多 洋子

東京都渋谷
区神宮前 1
丁目11番 6
号

令和
2年
9月
5日

64 

― ― ― ㈲エムアン
ドエムシル
バー

代表取締役
ミゲールア
レオーラ

東京都小金
井市前原町
3丁目40番

20号 

令和
2年
3月
1日
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65 

― ― ― ㈲オービー
商会

代表取締役
中村 義一

名古屋市中
区大須四丁
目10番40号

令和
元年
6月
1日

66 

― ― ― 有田 直寛 ― 東京都世田
谷区羽根木
1丁目19番

19号 

令和
2年
9月
1日

67 

― ― ― 植田 拓也 ― 福岡市早良
区賀茂一丁
目42番22号

令和
2年
3月
1日

68 

― ― ― 鈴木 新 ― 愛知県西尾
市富山町天
神前 9番地
3 

令和
2年

11月
13日

69 

― ― ― 平野 健一
郎

― 福岡市南区
老司 5丁目
42番10号 

令和
2年
9月
1日

70 

― ― ― 廣瀬 正浩 ― 名古屋市中
村区京田町
1丁目19番

地の 1 

令和
2年
9月
1日

71 

― ― ― 森本 泰葉 ― 名古屋市名
東区大針一
丁目55番地

令和
2年

12月
1日

72 

㈱イオンフ
ォレスト

代表取締役
福本 剛史

東京都中央
区日本橋堀
留町一丁目
9番11号 

ザボディシ
ョップジャ
パン㈱

代表取締役
倉田 浩美

変更なし 令和
2年

10月
1日

73 

㈱ジョンマ
スターオー
ガニックグ
ループ

代表取締役
マーク・フ
ィリップ・
ワイマン

東京都渋谷
区恵比寿一
丁目18番14
号

変更なし 代表取締役
野田 義宗

東京都目黒
区大橋 1丁
目 6番13号

令和
2年
7月

31日

74 

㈱テット・
オム

代表取締役
山本 剛士

東京都品川
区西五反田
7丁目24番

地 5号 

変更なし 代表取締役
内野 伸彦

東京都千代
田区平河町
1丁目 6番
8号 

令和
2年
9月
5日

75 

㈱ナノ・ユ
ニバース

代表取締役
濱田 博人

東京都渋谷
区神南一丁
目19番14号

変更なし 代表取締役
前川 正典

東京都渋谷
区神南 1丁
目 6番 3号

令和
2年
5月

16日

76 

クラランス
㈱

代表取締役
ブルジョワ
・アントワ
ン・ピエー
ル

東京都港区
六本木六丁
目 8番10号

変更なし 代表取締役
クリストフ
・ドゥ・プ
ゥス

変更なし 令和
2年
7月
3日
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77 

㈱アニメイ
ト

代表取締役
阪下 實 

東京都豊島
区東池袋三
丁目 2番 1
号

変更なし 代表取締役
髙橋 竜 

変更なし 令和
元年
12月
1日

78 

㈱エクスプ
ローラーズ
トーキョー

代表取締役
小堺 利幸

神戸市中央
区港島中町
6丁目 8番

地 1 

変更なし 代表取締役
尾関 修司

変更なし 令和
2年
4月
1日

79 

㈱サマンサ
タバサジャ
パンリミテ
ッド

代表取締役
寺田 和正

東京都港区
三田一丁目
4番 1号 

変更なし 代表取締役
藤田 雅章

変更なし 令和
元年
5月

31日

80 

㈱ジョイッ
クスコーポ
レーション

代表取締役
武内 秀人

東京都千代
田区隼町 3
番16号 

変更なし 代表取締役
塩川 弘晃

変更なし 令和
2年
3月
1日

81 

㈱ナイスク
ラップ

代表取締役
小路 順一

東京都渋谷
区神宮前六
丁目27番 8
号

変更なし 代表取締役
井上 隆太

変更なし 令和
元年
9月
1日

82 

㈱バーンデ
ストローズ
ジャパンリ
ミテッド 

代表取締役
寺田 和正

東京都港区
三田一丁目
4番 1号 

変更なし 代表取締役
小嶋 裕之

変更なし 令和
2年
3月
1日

83 

㈱ハウスオ
ブローゼ

代表取締役
神野 晴年

東京都港区
赤坂二丁目
21番 7号 

変更なし 代表取締役
池田 達彦

変更なし 令和
元年
10月
1日

84 

㈱ブルーメ
イト

代表取締役
吉川 一之

岡山県井原
市下出部町
一丁目17番
地の 1 

変更なし 代表取締役
岡本 龍二

変更なし 令和
元年
9月
1日

85 

㈱ミニスト
リー

代表取締役
川辺 嘉信

東京都世田
谷区松原五
丁目25番20
号

変更なし 代表取締役
川辺 綱英

変更なし 令和
2年
6月

30日

86 

㈱ヨウジヤ
マモト

代表取締役
今村 英雄

東京都品川
区東品川 2
丁目 2番43
号

変更なし 代表取締役
大橋 一友

変更なし 令和
元年
10月
1日

87 

㈱リブロプ
ラス

代表取締役
清地 泰宏

東京都立川
市柴崎町 3
丁目 6番29
号

変更なし 代表取締役
玉井 俊也

変更なし 令和
元年
9月
1日

88 

島村楽器㈱代表取締役
島村 元紹

東京都江戸
川区平井 6
丁目37番 3
号

変更なし 代表取締役
廣瀬 利明

変更なし 平成
30年
6月
1日
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89 

㈱Ａｎｙｔ
ｈｉｎｇ
Ｇｏｅｓ
Ｏｎｅ

代表取締役
土松 宏次

名古屋市中
区上前津二
丁目11番 5
号

変更なし 変更なし 名古屋市中
区上前津二
丁目 7番11
号

令和
2年
7月
1日

90 

㈱デイトナ
・インター
ナショナル

代表取締役
鹿島 研 

東京都渋谷
区神宮前三
丁目21番 8
号

変更なし 変更なし 東京都渋谷
区神宮前 3
丁目25番15
号

平成
31年
2月

13日

3 変更の日 

    2で既述 

4 変更した理由 

 (1) № 1から№37までの小売業者については、退店のため 

(2) №38から№71までの小売業者については、入店のため 

  (3) №72の小売業者については、名称及び代表者変更のため 

(4) №73から№75までの小売業者については、代表者及び住所変更のため 

(5) №76から№88までの小売業者については、代表者変更のため 

 (6) №89から№90までの小売業者については、住所変更のため 

5 届出の日 

  令和 3年 2月26日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年 3月19日から同年 7月19日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗
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を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年 7月19日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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職員の懲戒処分 

地方公務員法（昭和25年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 3 年 3

月19日懲戒処分に付した。 

令和 3 年 3 月19日 

名古屋市消防長  小 出 豊 明  

所属・補職 

（階級） 
処分の内容 処分理由 

消防局・消防官 

（消防士長） 
戒告 

地方公務員法第29条第 1 項 

第 1 号及び第 3 号 
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職員の懲戒処分 

地方公務員法（昭和25年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 3 年 3

月19日懲戒処分に付した。 

令和 3 年 3 月19日 

名古屋市消防長  小 出 豊 明  

所属・補職 

（階級） 
処分の内容 処分理由 

消防局・消防官 

（消防士長） 
免職 

地方公務員法第29条第 1 項 

第 1 号及び第 3 号 
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職員の懲戒処分 

地方公務員法（昭和25年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 3 年 3

月19日懲戒処分に付した。 

令和 3 年 3 月19日 

名古屋市消防長  小 出 豊 明  

所属・補職 

（階級） 
処分の内容 処分理由 

消防局・主幹 

（消防司令長） 
免職 

地方公務員法第29条第 1 項 

第 1 号及び第 3 号 
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正 誤 

平成12年 4月 5日付け名古屋市公報第 405号中の訂正について 

ページ 件   名 誤 正 

232 名古屋市規則第85号 

第16号様式裏面 

承

諾

欄

5

承

諾

欄
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234 名古屋市規則第85号 

第19号様式裏面 

承

諾

欄

6

承

諾

欄
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